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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

政策１ 個別最適・協働的な
学びの一体的充実に向けた、
授業づくりの推進

（１） 授業改善サイクルの確立・授業と授業外学
習を切れ目なくつなぐシームレス化（義務
教育段階）

① 「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分か
ら取り組んでいた」 と回答した児童生徒（小学校６
年、中学校３年）の割合を85％以上、かつ全国平均以上
とする。（肯定的に回答した割合）

全国学力・学習状況
調査 児童生徒質問調
査

小学校
78.1%

(78.8%)
79.0% 80.3% 81.0%

81.1%
(80.3%)

83.0%
85.0％かつ全
国平均以上

・目標値を0.1ポイント上回った。
・自ら学習課題を設定し、自ら解決の方法を見いだし
て取り組める児童生徒の育成を目指して、「令和の授
業を創る」推進プロジェクトにおいて取組を進め、理
論研修と実践研修の両面から充実を図っている。

A 小中

中学校
82.9%

(79.2%)
83.0% 82.5% 83.5%

81.4%
(77.7％)

84.0%
85.0％かつ全
国平均以上

・目標値を2.1ポイント下回った。
・「令和の授業を創る」推進プロジェクトにおいて取
組を進め、理論研修と実践研修の両面から充実を図っ
ているが、研修で得た知見や実践の横展開が十分でな
いと考えられる。

C 小中

② 「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考
えを深めたり、新たな考え方に気付いたりすることがで
きている」と回答した児童生徒（小学校６年、中学校３
年）の割合を85％以上、かつ全国平均以上とする。（肯
定的に回答した割合）
※令和７年度全国学力・学習状況調査児童生徒質問にお
いて文言の変更あり

全国学力・学習状況
調査 児童生徒質問調
査

小学校
79.6%

(81.8%)
80.0% 86.6% 81.0%

86.9%
(84.9％)

83.0%
85.0％かつ全
国平均以上

・目標値を5.9ポイント上回った。
・令和の授業DX等で事例を発信することで、主体的・
対話的で深い学びの実現に向けた授業が実践されてい
る。

A 小中

中学校
82.8%

(79.7%)
83.0% 86.8% 83.5%

87.4%
(84.7％)

84.0%
85.0％かつ全
国平均以上

・目標値を3.9ポイント上回った。
・令和の授業DX等で事例を発信することで、主体的・
対話的で深い学びの実現に向けた授業が実践されてい
る。

A 小中
教政

③ 「学校の授業時間以外に、普段(月曜日から金曜日)、１日
当たり全く勉強しない」と回答した児童生徒（小学校６
年、中学校３年）の割合を５％以下、かつ全国平均以下
とする。

全国学力・学習状況
調査 児童生徒質問調
査 小学校

6.3%
(4.6%)

6.0％以下
6.2％

(5.3％)
5.6％以下

5.7%
（5.7％）

5.3％以下
5.0％以下、か
つ全国平均以

下

・目標値を0.1ポイント下回った。
・小中学校全校長対象の説明会において、授業外学習
の充実について発信した。９月実施のアンケートの集
計結果をもとに、今後の施策を検討していく。

B 小中
教政

中学校
8.1%

(6.0%)
7.5％以下

9.0％
(6.6％)

7.0％以下
9.8%

（7.7％）
6.0％以下

5.0％以下、か
つ全国平均以

下

・目標値を2.8ポイント下回った。
・小中学校全校長対象の説明会において、授業外学習
の充実について発信した。９月実施のアンケートの集
計結果をもとに、今後の施策を検討していく。

C 小中
教政

④ 県学力定着状況調査

小学校 69.6% ー 69.6% 71.0% R８.２月公表 72.0% 73.0％以上
・小中学校全校長対象の説明会において、授業外学習
の充実について発信した。９月実施のアンケートの集
計結果をもとに、今後の施策を検討していく。

－ 小中
教政

中学校 52.5% ー 52.5% 53.0% R８.２月公表 54.0% 55.0％以上
・小中学校全校長対象の説明会において、授業外学習
の充実について発信した。９月実施のアンケートの集
計結果をもとに、今後の施策を検討していく。

－ 小中
教政

（２） 授業改善サイクルの確立・授業と授業外学
習を切れ目なくつなぐシームレス化（高等
学校段階）

① 高知県オリジナルアンケート（高校２年２回目）で「授
業外でほとんど学習しない」と回答する生徒の割合を
30％以下とする。（全日制及び多部制昼間部）
※R６より新設指標

県オリジナルアン
ケート

高等学校 36.1% 45.0％以下 36.1% 40.0％以下
36.6％

(R7.6月時点)

R8.1月公表
35.0％以下 30.0％以下

・令和7年度の高校2年生1回目の結果は36.6%であり、
他学年と比較し最も高い割合となっている。（高1：
27.3% 高3：31.4%）
・令和6年度2年生1回目と比較すると0.2ポイントの減
少にとどまっている。30％以下の達成に向けて、授業
外学習の意義について、学校訪問等を通じて指導・助
言を行う必要がある。
・県オリジナルアンケート2回目については令和7年11
月４日から12月4日の期間で実施予定。

－ 高等
教政

② 高校２年の学力定着把握検査において、Ｄ３層の生徒の
割合（県平均）を入学段階より減少させる。（全日制及
び多部制昼間部）
※R６より新設指標

県学力定着把握検査

高等学校
入学：16.7％

⇒２年：11.2％

２年のD3層の
割合(県平均)を
入学段階より
減少させる。

入学：16.7％
⇒２年：
11.2％

２年のD3層の
割合(県平均)を
入学段階より
減少させる。

R8.2月公表

２年のD3層の
割合(県平均)を
入学段階より
減少させる。

２年のD3層の
割合(県平均)を
入学段階より
減少させる。

・令和7年度高校2年生の入学段階でのD3層の割合は
17.3%と過去5年間で最も高い値となっている。
・学校支援・教育DX推進室による学校訪問を通じて、
授業改善に向けた指導・助言を行っていく。
・令和7年度結果は令和8年2月公表予定。

－ 高等
教政

政策２ 社会とつながるキャ
リア教育・職業教育の推進
と、それを前提とした進路指
導の充実

（３） 体系的なキャリア教育・職業教育の推進 ① 「将来の夢や目標を持っている」と肯定的に回答した高
校３年生の割合を90％以上とする。

県オリジナルアン
ケート

高等学校 87.4% 88.5% 88.6% 89.0%
83.6%

(R7.6月時点)

R8.1月公表
89.5% 90.0％以上

・令和7年度高校3年生1回目の肯定的回答割合は83.6%
で令和6年度2年生2回目から、4.8ポイント上昇した。
・県オリジナルアンケート2回目については令和7年11
月４日から12月4日の期間で実施予定。

－

・高校３年間の学校教育活動から、学年が上が
るごとに数値が上昇している状況を踏まえ、企
業・学校見学やインターンシップ等のキャリア
教育を実施することや、希望する大学へ進学で
きるよう学力を向上させるなど、生徒に将来の
夢や希望が持てるような対策を行っていく。
（高等）

高等
小中
教セ
特支

体系的なキャリア教育・職業教育の推進 ② 県立特別支援学校において高等部３年の卒業時に「行き
たい進路が決まっている」、「卒業後の生活に楽しみが
ある」と回答した生徒の割合を90％以上とする。（肯定
的に回答した割合）
※R６より新設指標

県キャリア教育に関
するアンケート調査

特支学校
高等部

88.5% 75.0％以上 88.5% 80.0％以上 R8.4月公表 85.0％以上 90.0％以上

・外部講師による陶芸体験やエイサーによる表現活動
体験等、文化・芸術・スポーツ活動について、各県立
特別支援学校が特色ある体験活動を進めている。 －

・卒業後の余暇活動につながる体験になるよ
う、継続して文化・芸術・スポーツ活動を推進
する。（特支）

高等
小中
教セ
特支

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

基
本
方
針
Ⅰ

・授業DX指定地域を拡充し、学習の基盤とな
る情報活用能力を発揮しながら、個別最適な学
びと協働的な学びを一体的に充実し、主体的・
対話的で深い学びを実現した授業づくりを目指
す。（小中）
・高知県学力定着状況調査を新たにCBTによる
実施とし、早期に結果を提供することで継続的
な学力向上検証改善サイクルを強化する。（小
中）
・対話型ＡＩを活用した学習支援アプリを導入
し、個に応じた学習支援を実現することで、学
習に関する不安や悩みの解消を図るとともに、
授業と授業外学習を切れ目なくつなぐシームレ
ス化を図り、「主体的に学習に取り組む態度」
や「思考力・判断力・表現力」の育成につなげ
る。（小中）

学校支援担当による教科訪問や、学校経営アド
バイザー等によるカリキュラム・マネジメント
訪問及び各校で展開している授業デザインプロ
ジェクトなどを通じて組織的な授業改善に向け
た取組を拡充するとともに、授業外学習や学力
に課題がある生徒の多い学校に対し支援を行っ
ていく。また、デジタル教材を活用した個別最
適な学びと協働的な学びをさらに推進し、学力
の向上につなげていく。（高等）

「家で自分で計画を立てて勉強をしている（学校の授業
の予習や復習を含む）」と回答した児童（小学校５年）
の割合を73％以上、生徒（中学校２年）の割合を55％以
上とする。
※令和６年度全国学力・学習状況調査児童生徒質問にお
いて調査項目が削除されたため、R６年度より、高知県学
力定着状況調査で調査。対象学年は小学校5年と中学校3
年に変更
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（４） 多様な進路希望等に応じた進路指導・就労
支援の充実

① 高等学校卒業後、就職した生徒の就職後１年目の離職率
を10％以下とする。

県調査

高等学校
11.8%

【R４】
11.5%以下 11.0% 11.0%以下 10.5% 10.5%以下 10.0％以下

・目標値を達成したことは一定評価できるが、就職定
着状況調査による離職理由として「仕事が向いていな
い」の割合が多いことから、生徒のミスマッチを少し
でも防ぐことができるよう、各校において、個に応じ
た就職支援を引き続き行っていく必要がある。

A

学校に配置された就職アドバイザーとの連携を
図り、求人開拓や就職希望生徒の職業理解を深
めながら、ミスマッチを防ぐ取組を充実させる
とともに、就職定着に向けた長期的な視点に
たった支援を行い、多様な進路希望等に応じた
進路指導・就職支援を行っていく。（高等）

高等
小中
教セ

政策３ 高知県や我が国の伝
統・歴史・文化等を学ぶとと
もに、グローバル社会で活躍
する人材を育成

（５） 地域や日本の伝統・歴史・文化等の教育の
促進

① 県学力定着状況調査

小学校
65%

【R６】
ー 65.0% 67.0% R８.２月公表 69.0% 70.0％以上

・道徳教育パワーアップ研究協議会において、学校と
地域社会が連携・協働する体制づくりや、その必要性
について教職員と地域学校協働活動推進員等が協議を
行った。調査の結果をもとに、今後の施策を検討して
いく。

－ 小中
高等

中学校
51.1%

【R６】
ー 51.1% 52.0% R８.２月公表 53.0% 55.0％以上

・道徳教育パワーアップ研究協議会において、学校と
地域社会が連携・協働する体制づくりや、その必要性
について教職員と地域学校協働活動推進員等が協議を
行った。調査の結果をもとに、今後の施策を検討して
いく。

－ 小中
高等

地域や日本の伝統・歴史・文化等の教育の
促進

② 県学力定着状況調査

小学校
84.7%

【R６】
ー 84.7% 85.0% R８.２月公表 86.0% 87.0％以上

・道徳教育パワーアップ研究協議会において、学校と
地域社会が連携・協働する体制づくりや、その必要性
について教職員と地域学校協働活動推進員等が協議を
行った。調査の結果をもとに、今後の施策を検討して
いく。

－ 小中
高等

中学校
72.9%

【R６】
ー 72.9% 73.0% R８.２月公表 74.0% 75.0％以上

・道徳教育パワーアップ研究協議会において、学校と
地域社会が連携・協働する体制づくりや、その必要性
について教職員と地域学校協働活動推進員等が協議を
行った。調査の結果をもとに、今後の施策を検討して
いく。

－ 小中
高等

（６） グローバル教育の推進・強化 ① 公立高等学校の海外留学者数を130人とする。 県調査

高等学校
11人

【R４】
130人 102人 130人 R８.5月公表 130人 130人

・R8.5月に判明するため現時点では評価できないが、
R6の結果は102人であり、基準値は超えているが、目
標値には届いていない。より一層海外留学の機運を醸
成する働きかけが必要であることから、R7年度には県
内高校生の探究型海外留学の支援を行っている。

－ 高等
小中

（６） グローバル教育の推進・強化 ② 県立高等学校における留学生受入れ校を５校とする。 県調査

高等学校
２校

【R４】
２校 5校 ３校 R８.5月公表 ４校 ５校

・R8.5月に判明するため現時点では評価できないが、
R6の結果は５校であり、目標を達成した。引き続き、
国際交流を促進するために、関係する情報提供を行っ
ている。

－ 高等
小中

（６） グローバル教育の推進・強化 ③ CEFR A1レベル(英検３級)相当以上の英語力を有する中学
校３年生の割合を50%以上とする。

英語教育実施状況調
査（文部科学省）

中学校
37.9％(48.0％)

【R４】
43.0％以上 47.2% 45.0％以上 R８.５月公表 47.0％以上 50.0％以上

・R６実績が目標値を2.2ポイント上回った。
※R７実績がR８.５月公表のため評価ができない。
・授業づくり講座や小・中・高合同授業研究会等を通
して、「言語活動を通して資質・能力を育成する授業
づくり」について発信することができた。

－ 高等
小中

政策４ 主体的に社会参画を
行い、社会的な課題解決等に
取り組んでいく人材を育成

（７） 児童生徒が自ら課題を探究し､多様な人と
協働しながら､課題を解決・提案する主体
性等の育成

① 「総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を
集め整理して、調べたことを発表するなどの学習活動に取
り組んでいる」と回答した児童生徒（小学校６年、中学
校３年）の割合を40％以上、かつ全国平均以上とする。
（強肯定の回答をした割合）

全国学力・学習状況
調査 児童生徒質問調
査

小学校 30.6%(31.8％) 32.5%
34.9％

(36.5％)
35.0%

39.4%
（37.5％）

37.5%
40.0％以上、
かつ全国平均

以上

・目標値を4.4ポイント上回った。
・探究的な学び推進事業における学校公開等を通じ
て、探究的な学習のあり方や県が推進する「学習者主
体の授業」が広く周知されている。

A
高等
小中
教政

中学校 35.0％(28.9％) 37.0%
41.0％

(33.7％)
38.0%

36.5%
（29.8％）

39.0%
40.0％以上、
かつ全国平均

以上

・目標値を1.5ポイント下回ったが、全国平均値を6.7
ポイント上回った。
・探究的な学び推進事業における研修会において、参
加者が自校で活用できるような教科横断的な授業の進
め方や在り方の理解が十分でなかった。

B
高等
小中
教政

児童生徒が自ら課題を探究し､多様な人と
協働しながら､課題を解決・提案する主体
性等の育成

② 「①地域や社会をよくするために何をすべきか考えるこ
とがある」、「②高校入学以降、地域や社会をよくする
ために、地域貢献活動やボランティア活動などを行った
ことがある」と肯定的に回答する生徒の割合を向上させ
る。（全県立高等学校全日制･多部制昼間部２年２回目）

県オリジナルアン
ケート

高等学校
①

60.4% 62.0% 61.0% 63.0%
63.1%

(R7.6月時点)

R8.1月公表
64.0% 65.0％以上

・令和7年度高校２年生1回目の肯定的回答割合は
63.1%で令和7年度目標値を少し超えた程度であり、他
学年と比較して最も低い値となっている（高1：
65.0%、高3：67.3%）。
・県オリジナルアンケート2回目については令和7年11
月４日から12月4日の期間で実施予定。

－
高等
小中
教政

高等学校
②

58.6％
【R６】

44.0% 58.6% 46.0%
50.7%

(R7.6月時点)

R8.1月公表
48.0% 50.0％以上

・令和7年度高校２年生1回目の肯定的回答割合は
50.7%（高1：30.4%、高3：60.8%）で、令和6年度１
年生2回目から5.1ポイント上昇した。
・県オリジナルアンケート2回目については令和7年11
月４日から12月4日の期間で実施予定。

－
高等
小中
教政

・引き続き道徳教育パワーアップ研究協議会を
開催して、学校・家庭・地域が一体となった
「地域ぐるみの道徳」を推進し、児童生徒の道
徳性を育てていく。（小中）

・R8年度についても継続して県内高校生の探究
型海外留学を支援する「こうち未来創造グロー
バル人材育成事業」を実施する。また、留学
フェア等を通じて、留学に関する情報提供をす
ることで留学機運のさらなる醸成を目指す。
（高等）
・英語授業づくりセミナーや小・中・高合同授
業研究会において、「言語活動を通して資質・
能力を育成する授業づくり」について発信する
ことで、授業改善を促進し、生徒の英語力向上
を目指す。（小中）

・結果は、目標値をわずかに上回った。特に、
地域貢献活動への生徒の参加率が50％を超えた
ことは注目すべき成果であり、学年が上がるに
つれて社会参画への意識が高まっていることが
うかがえる。引き続き、各校での「総合的な探
究の時間」や「特別活動」をさらに充実させ、
生徒の主体的な学びと社会性を育む取り組みを
継続していく。（高等）
・生活科・総合的な学習の時間の質の向上と充
実に向けて、教員の指導力・実践力の向上を図
る「生活科・総合的な学習の時間指導力向上研
修」を実施し、探究的な学びを推進する。（小
中）

「今住んでいる地域の行事に参加している」と回答した児
童（小学校５年）の割合を70％以上、生徒（中学校２
年）の割合を55％以上とする。（肯定的に回答した割
合）
※令和６年度全国学力・学習状況調査児童生徒質問にお
いて調査項目が削除されたため、R６年度より、高知県学
力定着状況調査で調査。対象学年は小学校5年と中学校2
年に変更

「日本やあなたが住んでいる地域のことについて、外国
の人にもっと知ってもらいたいと思う」と回答した児童
（小学校５年）の割合を87％以上、生徒（中学校２年）
の割合を75％以上とする。（肯定的に回答した割合）
※令和６年度全国学力・学習状況調査児童生徒質問にお
いて調査項目が削除されたため、R６年度より、高知県学
力定着状況調査で調査。対象学年は小学校5年と中学校2
年に変更
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（８） 現代的諸課題や制度・仕組み等を体系的に
学び、社会参画を図るうえでの基礎的基盤
を育成

① 「今住んでいる地域の行事に参加している」と回答した児
童（小学校５年）の割合を70％以上、生徒（中学校２
年）の割合を55％以上とする。（肯定的に回答した割
合）

県学力定着状況調査

小学校
65.0%

【R６】
ー 65.0% 67.0% R８.２月公表 69.0% 70.0％以上 －

高等
小中
ほか

中学校
51.1%

【R６】
ー 51.1% 52.0% R８.２月公表 53.0% 55.0％以上 －

高等
小中
ほか

現代的諸課題や制度・仕組み等を体系的に
学び、社会参画を図るうえでの基礎的基盤
を育成

② 「テレビのニュース、新聞、ウェブサイトやＳＮＳ等を
通じて、地域や社会の出来事に関する情報を得ている」
と肯定的に回答する生徒の割合を向上させる。（全日制
及び多部制昼間部３年２回目）
※R６より新設指標

県オリジナルアン
ケート

高等学校
81.7％

【R６】
43.0% 81.7% 46.0%

77.5%
(R7.6月時点)

R8.1月公表
48.0% 50.0%

・令和7年度高校3年生1回目の肯定的回答割合は77.5%
で、令和6年度2年生2回目から1.3ポイント上昇してい
るが、他学年との差があまりない（高1：76.8%、高
2：76.6%）。
・県オリジナルアンケート2回目については令和7年11
月４日から12月4日の期間で実施予定。

－
高等
小中
ほか

（９） 今後の高知県や日本のイノベーションを担
うための教育の充実

①  「理科の勉強が好き」と回答した児童（小学校６年）の
割合を80％以上、生徒（中学校３年）の割合を70％以
上、かつ全国平均以上とする。（肯定的に回答した割
合）(３年毎７月公表）
※国調査が３年毎のため、目標はR7全国調査の値とす
る。

全国学力・学習状況
調査 児童生徒質問調
査 小学校

78.1％(79.7％)
【R４】

－
82.1%

(83.6％)

80.0％以上、
かつ全国平均

以上

80.6％
（80.1%）

－ －

・目標値を0.6ポイント上回った。
・各教育事務所や高知市教育委員会の学校訪問等で、
日常生活と理科の学習を関連付けるなどといった授業
改善を進め、理科の有用性について児童生徒が実感で
きる授業づくりについて助言している。

A
高等
小中
生涯

中学校
69.0％(66.4％)

【R４】
－

69.5%
(68.3％)

70.0％以上、
かつ全国平均

以上

64.6％
（63.8%）

－ －

・目標値を5.4ポイント下回ったが、全国平均値は0.8
ポイント上回った。
・科学的に探究することの楽しさを味わえるよう科学
の甲子園ジュニア高知県大会を開催している。さらに
参加を促す働きかけが必要。
・学校訪問等の機会に日常生活と理科の学習を関連付
けられるよう指導・助言を行った。

C
高等
小中
生涯

今後の高知県や日本のイノベーションを担
うための教育の充実

② 新たな連携高校（１校）において、データサイエンスに
ついての教育プログラムを実施する。

ー

高等学校
高知工科大学と高知追手前
高等学校で、１、２年生対
象に高大接続授業を実施

データサイエ
ンスに関する
指定校の決定
と新たな教育
プログラムの
計画を立てる

指定校の決定
（高知小津高

等学校）

データサイエ
ンスについて
の教育プログ
ラムを実施

高知小津高等
学校にて、プ
ログラム導入
およびプログ
ラムⅠを予定
どおり実施

データサイエ
ンスについて
の教育プログ
ラムを実施

データサイエ
ンスについて
の教育プログ
ラムを実施

・３年計画の１年目として、次年度に行われるデータ
サイエンスプログラムに向けた講演および演習が計画
的に実施できている。

A
高等
小中
生涯

今後の高知県や日本のイノベーションを担
うための教育の充実

③ 「算数（数学）、理科の授業で学習したことは、将来、
社会に出たときに役に立つと思う」と回答した児童（小
学校５年）の割合を算数95％以上、理科88％以上、生徒
（中学校２年）の割合を数学82％以上、理科75％以上と
する。（肯定的に回答した割合）

県学力定着状況調査

小学校
算数

92.4% 93.0% 91.4% 93.5% R８.２月公表 94.0% 95.0％以上
・各教育事務所や高知市教育委員会の学校訪問等にお
いて、算数の有用性について児童が実感できる授業づ
くりや教師の価値付けについて助言していく。

－
高等
小中
生涯

小学校
理科

85.7% 86.5% 85.9% 87.0% R８.２月公表 87.5% 88.0％以上
・各教育事務所や高知市教育委員会の学校訪問等にお
いて、理科の有用性について児童が実感できる授業づ
くりや教師の価値付けについて助言していく。

－
高等
小中
生涯

今後の高知県や日本のイノベーションを担
うための教育の充実

③ 「算数（数学）、理科の授業で学習したことは、将来、
社会に出たときに役に立つと思う」と回答した児童（小
学校５年）の割合を算数95％以上、理科88％以上、生徒
（中学校２年）の割合を数学82％以上、理科75％以上と
する。（肯定的に回答した割合）

県学力定着状況調査

中学校
数学

79.6% 80.5% 76.9% 81.0% R８.２月公表 81.5% 82.0％以上
・各教育事務所や高知市教育委員会の学校訪問等にお
いて、数学の有用性について生徒が実感できる授業づ
くりや教師の価値付けについて助言していく。

－
高等
小中
生涯

中学校
理科

72.3% 73.0% 72.1% 73.5% R８.２月公表 74.0% 75.0％以上
・各教育事務所や高知市教育委員会の学校訪問等にお
いて、理科の有用性について生徒が実感できる授業づ
くりや教師の価値付けについて助言していく。

－
高等
小中
生涯

今後の高知県や日本のイノベーションを担
うための教育の充実

④ 教科「情報」を受講した学年の生徒において、「授業で
学んだスキルが身についた」と肯定的に回答した生徒の
割合を100％とする。
※R６より新設指標

県調査

県立
73.0％

【R６】
70.0% 73.0% 80.0% 79.0% 90.0% 100%

・臨時免許および免許外の教員にとって心強い補助教
材となっており、生徒にとっても理解を深めるための
有効なドリル教材である。

B
高等
小中
生涯

・キャリア教育担当者地区別協議会（６月）、リアル
版「みらいスイッチ」体験ツアー（７、８月）、地域
とともにある学校づくり研究協議会（８月）を開催
し、地域への理解と愛着を育むキャリア教育や道徳教
育を推進した。
・キャリア教育の視点に基づいた授業の取組や充実の
度合いには学校間、地域間で差がみられた。県内他地
域を知る機会が少なく、取組が固定化されている状況
がみられる。

・新たに「キャリア教育推進協議会」、「ふる
さと探究推進モデル校」を設置し、「キャリア
教育フォーラム」を開催することで、各地域の
特色を生かしたキャリア教育を支援し、県内の
産業や文化・企業を知ることで、児童生徒の
キャリア発達を促す。（小中）

・次年度のデータサイエンスにおける教育プロ
グラムを計画どおりに実施。（高等）
・情報科教員のための補助教材として、また生
徒のためのドリル教材としての活用を進めてい
く。（高等）
・理科の中核教員を養成・育成し、活用すると
ともに、研修会を実施することで、授業の改
善・充実を図る。また、生徒の科学への興味・
関心等を高めるために、「科学の甲子園ジュニ
ア高知県大会」を開催する。（小中）
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

政策５ 自尊感情や他者への
思いやりを育み、自己の幸福
追求と社会に受け入れられる
自己実現の両立を図るための
教育の推進・指導強化

（10） 規範意識や自尊感情などを育むための道徳
教育の推進

① 「道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグ
ループで話し合ったりする活動に取り組んでいる」と回
答した児童（小学校６年）の割合を90％以上、生徒（中
学校３年）の割合を94％以上、かつ全国平均以上とす
る。（肯定的に回答した割合）

全国学力・学習状況
調査児童生徒質問調
査 小学校 86.5%(83.6％) 87.0%

90.2%
(88.2%)

88.0%
91.2%

（88.0％）
89.0% 90.0%

・目標値を3.2ポイント上回った。
・道徳科セミナー（６、７月）を開催し、考え、議論
する道徳の授業の在り方や必要性を周知したり、セミ
ナー参加者同士で指導案を練り上げたりすることがで
きた。

A 小中
高等

中学校 90.0%(86.3%) 91.0%
94.1%

(91.7%)
92.0%

94.3%
（91.5％）

93.0% 94.0%

・目標値を2.3ポイント上回った。
・道徳科セミナー（６、７月）を開催し、考え、議論
する道徳の授業の在り方や必要性を周知したり、セミ
ナー参加者同士で指導案を練り上げたりすることがで
きた。

A 小中
高等

規範意識や自尊感情などを育むための道徳
教育の推進

② 「ものごとを最後まであきらめずにやりぬくことができ
る」と回答した児童（小学校５年）
の割合を85％以上、生徒（中学校２年）の割合を80％以
上とする。（肯定的に回答した割合）

県学力定着状況調査

小学校 80.3% 81.0% 81.2% 82.0% R８.２月公表 84.0% 85.0%

・道徳科授業セミナーや学校訪問等では、道徳科の授
業改善を推進するとともに、学校の教育活動全体を通
じて、道徳教育を実施していくことで児童の道徳性が
育まれることを周知していく。

－ 小中
高等

中学校 75.9% 77.0% 76.2% 78.0% R８.２月公表 79.0% 80.0%

・道徳科授業セミナーや学校訪問等では、道徳科の授
業改善を推進するとともに、学校の教育活動全体を通
じて、道徳教育を実施していくことで生徒の道徳性が
育まれることを周知していく。

－ 小中
高等

規範意識や自尊感情などを育むための道徳
教育の推進

③ 「人の役に立つ人間になりたいと思う」と回答した児童
生徒（小学校６年、中学校３年）の割合を80%以上とす
る。（強肯定の回答をした割合）

全国学力・学習状況
調査 児童生徒質問調
査 小学校 72.9% 74.0% 69.2% 76.0% 72.8％

（73.7％）
78.0% 80.0%

・目標値を3.2ポイント下回った。
・道徳教育に関する取組の強化が必要であるため、２
学期に開催される授業セミナーでは学校の教育活動全
体を通じて行う道徳教育の必要性を周知するととも
に、学校訪問等で周知していく。

C 小中
高等

中学校 70.8% 72.5% 69.2% 75.0% 70.9％
（71.3％）

77.5% 80.0%

・目標値を4.1ポイント下回った。
・道徳教育に関する取組の強化が必要であるため、２
学期に開催される授業セミナーでは学校の教育活動全
体を通じて行う道徳教育の必要性を周知するととも
に、学校訪問等で周知していく。

B 小中
高等

（11） 自分の大切さとともに他の人の大切さを認
める人権教育の推進

① 「全ての教育活動において人権教育の視点（人権に関す
る理解や人権感覚の育成）を確認し、組織的に取り組ん
でいる」と回答した学校の割合を100％とする。（強肯定
の回答をした割合）
※R６より新設指標

県人権教育・生徒指
導に関する取組状況
調査 小学校 82.9% 40.0% 82.9% 60.0% R8.3月公表 80.0% 100%

・人権教育主任に、人権教育主任連絡協議会等を通じ
て、組織的に人権教育を推進する必要性や大切さを意
識してもらえるよう働きかけた。

－ 人権

中学校 82.8% 40.0% 82.8% 60.0% R8.3月公表 80.0% 100%

・人権教育主任に、人権教育主任連絡協議会等を通じ
て、組織的に人権教育を推進する必要性や大切さを意
識してもらえるよう働きかけた。
・指定校事業においては、中高連携の取組や人権教育
の視点を取り入れた学校教育活動の取り組みが定着し
てきている。

－ 人権

高等学校 61.7% 40.0% 61.7% 60.0% R8.3月公表 80.0% 100%

・人権教育主任に、人権教育主任連絡協議会等を通じ
て、組織的に人権教育を推進する必要性や大切さを意
識してもらえるよう働きかけた。
・指定校事業においては、中高連携の取組や人権教育
の視点を取り入れた学校教育活動の取り組みが定着し
てきている。

－ 人権

・道徳科授業セミナーや学校訪問等では、道徳
科の授業改善を推進するとともに、学校の教育
活動全体を通じて、道徳教育を実施していくこ
とで児童生徒の道徳性が育まれることを周知し
ていく必要がある。（小中）

・今後の研修等においても、教科を含めた学校
教育活動の全体において人権教育の視点を意識
した取組が行われるよう働きかけていく。ま
た、「人権教育指導資料(学校教育編)『Let’s
feelじんけん』の活用についても、引き続き呼
びかけていく。（人権）
・指定校事業においては、各校の現状に合わせ
た適切な支援を行うとともに、研究発表会にお
いて、研究の成果の県内への普及を図る。（人
権）

4



R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（12） 児童生徒が自発的・自主的に自らを発達さ
せるよう指導・支援する発達支持的生徒指
導の推進

① 「学校に行くのは楽しいと思う」と回答した児童生徒
（小学校６年、中学校３年）の割合を全国以上とする。
（肯定的に回答した割合）
「学校生活は充実している」と肯定的に回答した生徒
（高校３年）の割合を向上させる。（肯定的に回答した
割合）

小中：全国学力・学
習状況調査 児童生徒
質問調査
高：県オリジナルア
ンケート 小学校 84.0%(85.3％) 全国以上

83.8%
(84.8%)

全国以上
86.3％

（86.5％）
全国以上 全国以上

・全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査の質問紙
の結果は小学校：86.3％（86.5％）と全国値を下回っ
たものの、昨年度と比べると肯定群が増加し、全国と
の差も縮まってきている。
・学校への調査では、全国値より高い項目が多いが、
学校運営や組織に関わる項目が下回る結果となってお
り、引き続き組織力の強化を図る必要がある。

B

・子どもの声を生かした魅力ある学校づくりを
推進するため、指定校等、先進的な実践研究を
進めている地域や学校の好事例を研修会等で周
知する。（人権） 人権

幼保
高等

中学校 81.0%(81.8%) 全国以上
82.3%

(83.8%)
全国以上

85.4％
（86.1％）

全国以上 全国以上

・全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査の質問紙
の結果は中学校：85.4％（86.1％）と全国値を下回っ
たものの、昨年度のと比べると肯定群は増加してい
る。
・学校への調査では、全国値より高い項目が多いが、
学校運営や組織に関わる項目が下回る結果となってお
り、引き続き組織力の強化を図る必要がある。

B
人権
幼保
高等

高等学校 88.8% 89.0% 91.4% 89.5% R8.2公表 90.0% 90.5

・令和６年度の肯定的回答は92.5％と基準値を上回っ
ている。
・校則の見直し等、「生徒の声」を生かした取組等が
広まりつつあり、充実した学校生活を送れる生徒が増
加していると考えられる。

－
人権
幼保
高等

児童生徒が自発的・自主的に自らを発達さ
せるよう指導・支援する発達支持的生徒指
導の推進

② 児童会・生徒会活動等を通じて、いじめの問題を考えさ
せたり、児童生徒同士の人間関係や仲間づくりを促進し
たりした学校の割合を向上させる。

県人権教育・生徒指
導に関する取組状況
調査

小学校
58.8%

【R４】
70.0% 88.4% 80.0% R8.3月公表 90.0% 95.0%

・いじめをなくすために自分たちにできることについ
て考え意見を述べるなど、子どもたちの意見を踏ま
え、学校いじめ防止基本方針の見直しがなされるよう
周知を行っている。
・子どもたちが主体の取組や子どもの力を生かした行
事や活動が行われるよう、生徒指導主事会等を通じ、
実践につながるよう働きかけている。

－

・子どもたちの意見を生かしたいじめ防止等の
活動について、取組例を紹介するなど今後も継
続して各学校への取組の汎化を図る。（人権） 人権

幼保
高等

中学校
61.2％

【R４】
70.0% 95.7% 80.0% R8.3月公表 90.0% 95.0%

・いじめをなくすために自分たちにできることについ
て考え意見を述べるなど、子どもたちの意見を踏ま
え、学校いじめ防止基本方針の見直しがなされるよう
周知を行っている。
・子どもたちが主体の取組や子どもの力を生かした行
事や活動が行われるよう、生徒指導主事会等を通じ、
実践につながるよう働きかけている。

－
人権
幼保
高等

高等学校
20.0％

【R４】
50.0% 80.9% 60.0% R8.3月公表 70.0% 80.0%

・いじめをなくすために自分たちにできることについ
て考え意見を述べるなど、子どもたちの意見を踏ま
え、学校いじめ防止基本方針の見直しがなされるよう
周知を行っている。
・子どもたちが主体の取組や子どもの力を生かした行
事や活動が行われるよう、生徒指導主事会等を通じ、
実践につながるよう働きかけている。

－
人権
幼保
高等

（13） 生徒指導上の諸課題の未然防止のための教
育プログラムの実施

① 「全ての児童生徒を対象に未然防止をねらいとした意図
的・組織的・系統的な教育プログラムを実施している」と
回答した学校の割合を100％とする。（強肯定の回答をし
た割合）

県人権教育・生徒指
導に関する取組状況
調査

小学校
75.9％

【R４】
82.0% 89.5% 85.0% R8.3月公表 90.0% 100%

・令和６年度の強肯定の回答は89.5%であり、基準値
からは増加しているものの、100％には至らなかっ
た。肯定群は100％であることから、一定浸透してい
ると言えるが、実施していない学校、学級に働きかけ
る必要がある。

－ 人権

中学校
79.6％

【R４】
82.0% 95.7% 85.0% R8.3月公表 90.0% 100%

・令和６年度の強肯定の回答は95.7%であり、基準値
からは増加しているものの、100％には至らなかっ
た。肯定群は100％であることから、一定浸透してい
ると言えるが、実施していない学校、学級に働きかけ
る必要がある。

－ 人権

高等学校
76.0％

【R４】
82.0% 97.9% 85.0% R8.3月公表 90.0% 100%

・令和６年度の強肯定の回答は97.9%であり、基準値
からは増加しているものの、100％には至らなかっ
た。肯定群は100％であることから、一定浸透してい
ると言えるが、実施していない学校、学級に働きかけ
る必要がある。

－ 人権

・指定校の取組や実践事例を系統的にまとめた
デジタルツールブックを作成し、実践を県内に
普及していく。（人権）
・引き続き、「いじめ予防等プログラム」等、
県が作成した冊子等を周知、活用を呼びかけて
いく。（人権）

5



R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（14） いじめ・不登校等の早期発見対応及び課題
改善に向けた組織的な指導・支援体制の強
化

① 不登校担当者が、児童生徒の出欠状況等、早期支援につ
ながる情報を毎日管理職に報告している学校の割合を
100％とする。

県人権教育・生徒指
導に関する取組状況
調査

小学校
95.7％

【R４】
97.0% 99.4% 98.0% R8.3月公表 99.0% 100%

・令和６年度実績では、１人１台端末や校務支援シス
テムを活用するなどして、校内での情報共有が進んで
きている。
・引き続き、児童生徒の変化を捉え、早期発見・早期
支援が可能となるよう、組織的な取組を依頼していく
ことが必要である。

－

・不登校支援スキルアップ研修会等において、
早期発見・支援の重要性について周知を継続
し、引き続き校内での支援体制整備を進める。
（人権）

人権
心セ

中学校
86.7％

【R４】
90.0% 100% 93.0% R8.3月公表 96.0% 100%

・令和６年度実績では、一人一台端末や校務支援シス
テムを活用するなどして、校内での情報共有が進んで
きている。
・引き続き、児童生徒の変化を捉え、早期発見・早期
支援が可能となるよう、組織的な取組を依頼していく
ことが必要である。

－ 人権
心セ

いじめ・不登校等の早期発見対応及び課題
改善に向けた組織的な指導・支援体制の強
化

② いじめの重大事態発生件数のうち、重大事態として把握
する以前にはいじめとして認知していなかった（早期対応
できていなかった）割合を減少させる。

児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指
導上の諸課題に関す
る調査

小・中 68.4％(38.7％) 30.0% R７.10月 20.0% R7.10公表 10.0% 0.0%
・いじめが重大化する前に、いじめの疑いの段階から
認知し、重大事態に至っても早期解決できるよう研修
会等にて継続して周知を図っている。

－
・いじめの積極的な認知について、生徒指導主
事会や校内研修資料の活用を通して継続して周
知を図っていく。（人権）

人権
心セ

政策６ 生涯にわたる心身の
健康の保持増進と豊かなス
ポーツライフの充実

（15） 体力の向上や体育授業改善の推進 ① 全国体力・運動能力、運動習慣等調査（小学校５年・中
学校２年）及び高知県体力・運動能力、生活実態等調査
（高校２年）において、「運動やスポーツをすることが
好き・やや好き」と回答した児童生徒の割合を令和９年
度の目標値に向けて向上させる。(R９年度目標値 小学
校 男：95.0％以上 女：88.0％以上 中学校 男：91.0％
以上 女：79.5％以上 高等学校 男：89.0％以上 女：
70.0％以上）

小中：全国体力・運
動能力、運動習慣等
調査
高：県体力・運動能
力、生活実態等調査

小学校
男子

93.2% 93.5% 92.5% 94.0% R7.12月公表 94.5% 95.0%以上

・高知県体力・運動能力、生活実態等調査の実施（４
～９月）及び結果公表。（11月）
・体力・運動能力等調査結果に基づく学校訪問の実
施。（16校）
・夏期実技研修会の実施。（９講座）
・体育主任研修会の実施。（小：５～６月、中：５
月、高：12月）

－ 保体

小学校
女子

86.3% 86.5% 84.7% 87.0% R7.12月公表 87.5% 88.0%以上

・高知県体力・運動能力、生活実態等調査の実施（４
～９月）及び結果公表。（11月）
・体力・運動能力等調査結果に基づく学校訪問の実
施。（16校）
・夏期実技研修会の実施。（９講座）
・体育主任研修会の実施。（小：５～６月、中：５
月、高：12月）

－ 保体

中学校
男子

89.3% 89.5% 91.2% 90.0% R7.12月公表 90.5% 91.0％以上

・高知県体力・運動能力、生活実態等調査の実施（４
～９月）及び結果公表。（11月）
・体力・運動能力等調査結果に基づく学校訪問の実
施。（16校）
・夏期実技研修会の実施。（９講座）
・体育主任研修会の実施。（小：５～６月、中：５
月、高：12月）

－ 保体

中学校
女子

77.4% 78.0% 77.5% 78.5% R7.12月公表 79.0% 79.5％以上

・高知県体力・運動能力、生活実態等調査の実施（４
～９月）及び結果公表。（11月）
・体力・運動能力等調査結果に基づく学校訪問の実
施。（16校）
・夏期実技研修会の実施。（９講座）
・体育主任研修会の実施。（小：５～６月、中：５
月、高：12月）

－ 保体

高等学校
男子

87.0% 87.5% 89.0% 88.0% R7.11月公表 88.5% 89.0％以上

・高知県体力・運動能力、生活実態等調査の実施（４
～９月）及び結果公表。（11月）
・体力・運動能力等調査結果に基づく学校訪問の実
施。（16校）
・夏期実技研修会の実施。（９講座）
・体育主任研修会の実施。（小：５～６月、中：５
月、高：12月）

－ 保体

高等学校
女子

68.0% 68.5% 74.0% 69.0% R7.11月公表 69.5% 70.0％以上

・高知県体力・運動能力、生活実態等調査の実施（４
～９月）及び結果公表。（11月）
・体力・運動能力等調査結果に基づく学校訪問の実
施。（16校）
・夏期実技研修会の実施。（９講座）
・体育主任研修会の実施。（小：５～６月、中：５
月、高：12月）

－ 保体

・今年度の調査結果を踏まえ、取組をさらに充
実させる。（保体）
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（16） 運動部活動の改革、運営の適正化 ① 「高知県部活動ガイドライン」、「高知県立学校に係る
部活動の方針」及び各市町村の「設置する学校に係る部
活動の方針」に明記された休養日及び活動時間を遵守し
ている部活動の割合を100％とする。

運動部活動の活動時
間等に関する調査 休養日

市町村立中
学校

100%
【R４】

100% 99.6% 100%
R7.10月末
中間調査

公表
100% 100% ー － 保体

休養日
県立中学校

100%
【R４】

100% 100.0% 100%
R7.10月末
中間調査

公表
100% 100% ー － 保体

休養日
県立高等学

校

98.2%
【R４】

99.0% 94.2% 99.5%
R7.10月末
中間調査

公表
100% 100% ー － 保体

活動時間
市町村立中

学校

97.0%
【R４】

98.0% 97.5% 98.5%
R7.10月末
中間調査

公表
99.0% 100% ー － 保体

活動時間
県立中学校

79.6%
【R４】

88.0% 70.0% 92.0%
R7.10月末
中間調査

公表
96.0% 100% ー － 保体

活動時間
県立高等学

校

93.4%
【R４】

96.5% 95.2% 98.0%
R7.10月末
中間調査

公表
99.0% 100% ー － 保体

（17） 保健教育の充実 ① 学校保健計画に、性に関する指導の実施を明確に位置付
け、組織的に実施している学校の割合を100％とする。
※R６より新設指標

県学校保健に関する
調査

公立学校（小・

中・義務・県中・

高校・特支）

88.8％
【R４】

88.8% 70.0% 80.0% R8.３月末公表 90.0% 100% ー －
・性に関する指導の位置付けを明確にするとと
もに、組織的な実施に向けた取組の充実を図
る。（保体）

保体

（18） 基本的な生活習慣の向上・確立 ① 「生活リズムチェックカード」を活用した生活習慣点検
の取組において、保幼小の参加園校の割合を向上させ
る。

県調査

保幼小

61.9％（301/486）
（保育所・幼稚園等

（194/299）、小学校等
（107/187））

【R４】

65.8% R７.４月 67.9% R8.4月公表 70.0% 72.0%
・研修会での告知やチェックカード配布（４・５歳児
11月予定）により、年度末を中心に認定証の申請があ
がってくる予定である。

－
生涯
幼保
保体

② 夜10時までに寝る幼児（３歳児）の割合を95％以上とす
る。

県基本的生活習慣取
組状況調査

保 93.4% 95.0％以上 94.4% 95.0％以上 R7.10月公表 95.0％以上 95.0％以上

・５月に基本的生活習慣啓発パンフレットを3歳児在
園の全ての園に配付し、各園において基本的生活習慣
の定着に向けた保護者への啓発を行っている。（７月
調査済・現在集計中）
・保護者向け啓発動画作成と活用の周知を行ってい
る。

－
生涯
幼保
保体

政策７ 今後の社会を見据え
た高等学校改革

（19） 「県立高等学校振興再編計画」の推進 ① 令和９年度末までに、以下のことが完了している。
・日本語指導が必要な生徒への支援を行う「多文化共生
コース（仮）」を設置する高等学校の決定と、開設に向
けた準備、県民への周知
・産業系専門学科の教育内容の見直しと、必要に応じた
学科改編や新たな教育課程の開始
・総合学科（室戸、高知東、春野、宿毛）の系列の整
理・系列名の見直しと、必要に応じた新教育課程の開始
・中山間地域等の小規模校の生徒数確保に向けたアク
ションプランの実行
・通信制の協力校を設置する高等学校の決定と、設置に
向けた準備と県民への周知
・定時制夜間課程では、再編する高等学校の決定と、再
編に向けた準備と県民への周知

ー

ー ー ー ー ー

「多文化共生
コース
（仮）」の候
補校をR7年度
中に公表予定

ー ー

・新しいコース（「多文化共生コース（仮）」）や通
信制の協力校等の設置については、先進県の視察、大
学や関係機関からの情報収集等を踏まえ、学びや支援
体制の在り方、候補校等について協議している。
・産業系専門学科については、全ての学校において教
育内容の見直しを検討している。
・中山間地域等の小規模校の生徒数確保に向けた取組
については、学校ごとに地域コンソーシアムを構築
し、アクションプランを策定して地域みらい留学等に
取り組んでいる。

－

・新しいコース（「多文化共生コース（仮）」
等）については、準備室（又はプロジェクト
チーム）を設置し、教育課程や指導体制等の具
体的な検討を進めるとともに、指導者の人材確
保や県民への広報に取り組む。（振興）
・産業系専門高校については、国が示すグラン
ドデザインを踏まえた振興再編策を具体的に定
める。（振興）
・通信制については、通信教育のデジタル化と
地域での対面指導を数校で試行するとともに、
協力校の設置が決まった高校から具体的な検討
を進める。（振興）

振興

（20） 高等学校のさらなる魅力化を推進するため
の環境整備と情報発信

① 県出身中学校・義務
教育学校別入学許可
者数報告

高等学校
地元中学校
卒業生に占
める入学者
数の割合

(対象：13校)

21.6％
【R６】

ー 21.6% 25.2% 19.2% 28.7% 32.3%
・目標値に到達していない理由として、地域における
高校のイメージが固定化しており、進学先の候補とし
て選択されない傾向がある。

C
振興
教セ
高等

県出身中学校・義務
教育学校別入学許可
者数報告 高等学校

旧市町村単
位の平均

(対象：13校)

29.7％
【R６】

ー 29.7% 32.9% 28.6% 36.6% 41.4%
・目標値に到達していない理由として、地域における
高校のイメージが固定化しており、進学先の候補とし
て選択されない傾向がある。

C
振興
教セ
高等

② 地域みらい留学等を活用した、県外からの入学者を80人
（R９）とする。
＊ 県立高等学校振興再編計画（R７.3月策定）に沿って、
R７年度より目標値を見直した。

県出身中学校・義務
教育学校別入学許可
者数報告

高等学校 30人 40人 49人 50人 53人 65人 80人

・目標値を上回る入学者となった。全国生徒募集につ
いては、県外の中学生や保護者に対する広報が十分に
できていない状況。また、地域みらい留学の参加校拡
大に向けては、居住施設の確保や土日の生徒対応につ
いて地元市町村との協議が必要。

A
振興
教セ
高等

・部活動計画書および部活動実績報告書を活用
して活動を適切に実施及び管理し、遵守率
100％を目指す。（保体）

・１年間を通して、生活習慣の取組を啓発して
いく必要がある。保育所、幼稚園、認定こども
園、小学校が取り組みやすい仕組みに改善し、
参加園校を増やしていく。（生涯）
・基本的な生活習慣向上事業については、保護
者がそれらの重要性について理解を深めること
により、子どもたちの基本的生活習慣の定着を
図る必要があるため、引き続き、施策（18）の
各取組・事業等を実施する。（生涯）

・地域を巻き込んだ高等学校の魅力化･特色化
を推進するため、地域でのシンポジウム等を開
催する。（振興）
・地域コンソーシアムの運営や生徒募集に向け
た学校の広報活動を行う高校魅力化コーディ
ネーターの配置を拡充する。（振興）
・地域コンソーシアムで策定したアクションプ
ラン実行に対する財政支援を強化する。（振
興）
・こうち留学について、民間企業へ業務を委託
し、効果的･効率的な運営を行うとともに広報
（ブランディング）を充実させる。（振興）
・こうち留学で県外から入学した生徒を対象に
卒業後の定着や交流人口の拡大につながるサ
ミットを開催する。（振興）
・地域みらい留学の参画校を拡大する。（振
興）

中山間地域等の小規模校（13校）への地元中学校卒業生
に占める入学者数の割合を32.3％以上（R９）とする。ま
た、地元中学校卒業生が地元高校（13校）に進学した割
合（旧市町村単位の平均）を41.4％以上（R９）とする。
※ 県立高等学校振興再編計画（R７.3月策定）において、
中山間地域等の小規模校の再整理（10校→13校）や、対
象校の生徒数確保の努力目標（R10.4月）を示したことに
より、指標及び目標値を見直した。
※R６より新設指標
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（21） 社会の変化等に対応した入学者選抜の改革 ① 県立高等学校の在り方検討委員会での検討結果を基に、
現行の入学者選抜制度の見直しを行うとともに、新制度
の策定・公表・周知を行う。

ー

高等学校 新入学者選抜制度策定中
新入学者選抜
制度の策定・

公表

新入学者選抜
制度策定に至
らなかった

新入学者選抜
制度の周知

新入学者選抜
制度策定作業

中

新入学者選抜
制度の周知

新入学者選抜
制度の実施

・R9年度から実施予定の新入学者選抜制度に先立ち、
中山間等の高等学校10校を対象に、各校が出願要件を
設定し、各校が指定する検査を行う「こうちフロン
ティア募集」を今年度実施する。

－

今後の生徒数の減少やそれに伴う現行の入学者
選抜制度が抱える課題、学校を取り巻く環境の
変化等を踏まえ、生徒一人一人の資質・能力を
より多面的・多角的に評価することができる新
たな入学者選抜制度の導入を進める。（高等）

高等

政策８ 就学前教育・保育の
質の向上

（22） 保育所保育指針・幼稚園教育要領等を踏ま
えた就学前教育・保育の充実

① 教育・保育の質の向上に関する園内研修（外部から講師
等を招聘して行うもの）を実施している園の割合を80％
以上に引き上げる。

県園内研修実施状況
調査

保幼 54.4％（168／309園） 60.0%
58.4％

(178/305園)
65.0% R8.3月公表 70.0% 80.0％以上

・市町村によって実施状況に差が見られるため、実態
把握し、状況に合わせた研修の実施を呼びかけてい
る。〈1月調査予定〉

－ 幼保
教セ

② 「高知県教育・保育の質向上ガイドライン」等を活用し､
教育・保育の質の向上に向け、継続的に取り組んでいる
園の割合を100％に引き上げる。

県園内研修実施状況
調査

保幼 72.5％（224／309園） 80.0%
89.8%

(274/305園)
90.0% R8.3月公表 95.0% 100%

・現在、幼保支援アドバイザー等を派遣しての園内研
修支援を行っており、各自の教育・保育についての振
り返りの際、ガイドラインを活用している。〈1月調査
予定〉

－ 幼保
教セ

（23） 保幼小の円滑な連携・接続の推進 ① 保幼小で互いの教育内容を話し合い、それぞれのカリ
キュラムに反映させている小学校区の割合を100％とす
る。
※R６より新設指標

県保幼小連携・接続
の実施状況調査

保幼小
70.3％

【R６】
50.0% 70.3% 75.0% R8.2公表 85.0% 100%

・新たに四万十市をモデル地域に指定し、保幼小中一
貫して子どもたちにつけたい力を中学校区ごとに決
め、まず、保幼小での取組の推進を図っている。
・計画的に架け橋期のカリキュラム作成に取り組む市
町村が増えてきている。〈研修依頼のあった市町村
10市町村〉
・各教育事務所・高知市と連携しながら、取組を進め
ている。〈11～12月調査予定〉

－

・子どもの成長や学びをつなぐためには、園と
小学校との子どもの姿を通した教育内容の話し
合いが重要であるため、互いの保育・授業を見
合う取組や話し合いを通したカリキュラム作成
に着手していない市町村等に対して、重点的に
支援を進めていく。（幼保）
・小１プロブレムや中１ギャップを解消できる
よう、特に校種間連携の重要性について、生徒
指導主事（担当者）会等で周知していく。（人
権）

幼保
人権

政策９ 親育ち支援の充実 （24） 保育者の親育ち支援力の向上 ① 親育ち支援に関する園内研修の計画を作成している園の
割合を100％とする。

県親育ち支援取組状
況調査

保幼 77.3% 80.0% 83.0% 85.0% R7.10月公表 90.0% 100%

・５月に実施した親育ち支援担当者のネットワーク研
修において、各園での親育ち支援の在り方や担当者の
役割の理解を促すとともに、各園の親育ち支援年間研
修計画を見直し、園の実態に応じた目的を明確化し、
よりよい取組が実施できるよう支援している。（７月
調査済・現在集計中）
・ネットワーク研修Ｉ期。（5月実施：担当者参加人
数113名）

－

・多様化する子育て環境における保護者の実態
から、引き続き、施策（24）の取組・事業を実
施する。（幼保）

幼保

（25） 保護者の子育て力向上のための支援の充実 ① 夜10時までに寝る幼児（３歳児）の割合を95％以上とす
る。

県基本的生活習慣取
組状況調査

保幼 93.4% 95.0％以上 94.4% 95.0％以上 R7.10月公表  95.0％以上 95.0％以上

・５月に基本的生活習慣啓発パンフレットを3歳児在
園の全ての園に配付し、各園において基本的生活習慣
の定着に向けた保護者への啓発を行っている。（７月
調査済・現在集計中）
・保護者向け啓発動画作成と活用の周知を行ってい
る。

－

・基本的な生活習慣向上事業については、保護
者がそれらの重要性について理解を深めること
により、子どもたちの基本的生活習慣の定着を
図る必要があるため、引き続き、施策（18）の
各取組・事業等を実施する。（幼保）

幼保

政策１ 切れ目のない特別支
援教育の推進

（26） 施策インクルーシブ教育の推進 ① インクルーシブで多様な教育的ニーズに柔軟に対応した
学校運営モデル等の計画策定を令和７年度中に完了し、
令和８年度以降、策定した計画の実施及び推進を図る。

ー

ー ー ー

高知県の状況
に応じた学校
運営モデルに
ついて検討

計画策定
モデル校を選

定中
ー ー

・計画策定に向け、静岡県を視察し、高等学校と特別
支援学校の学校間交流について具体的な工夫等を調査
した。視察内容も踏まえて、モデル校を選定中。

－
・R8から２年間計画で、モデル校による学校間
交流を充実させ、インクルーシブ教育の推進を
図る。（特支）

特支
教セ

② 次年度の居住地校交流の実施を継続して希望する割合を
90％以上とする。

居住地校交流実践充
実事業実施報告 居住地校

82.0％
【R４】

85.0% 77.8% 85.0%
R8.4月
公表

90.0% 90.0％以上
・市町村教育委員会の新任就学事務担当者を6月に訪
問し、居住地校交流実践充実事業について説明し、意
義を周知した。

－
・居住地校交流実施の好事例について、情報収
集を行い、参考資料を作成する。（特支） 特支

教セ

（27） 特別支援学校における専門性・教育内容充
実（キャリア教育・就労支援を含む）

① 授業等での障害に応じた効果的なＩＣＴの活用状況（A児
童生徒自身が活用している、B児童生徒の障害に応じた活
用ができている、C授業の目標・内容に応じた活用ができ
ている）について肯定的に評価する教員の割合を90％以
上とする。
※R６より新設指標

県特別支援学校ＩＣ
Ｔ活用状況調査

県立特別支
援学校

83.8％
【R６】

60.0% 83.8% 70.0%
R8.３月

公表
80.0% 90.0%

・特別支援学校におけるICT活用について、県内国公
立特別支援学校16校で情報共有会を実施（5月、9月）
し、特別支援教育におけるAI活用やICT活用の好事例
について学んだ。

－

・各校の好事例の中から、特別支援教育を初め
て実施する教員が参考になるICT活用事例を整
理し、周知する。（特支）

特支

② ５領域全ての特別支援学校教諭二種免許以上を保有する
県立特別支援学校の教員の割合（採用３年未満と人事交
流３年未満を除く。）を80％以上とする。

県特別支援学校教諭
免許状等保有状況調
査

県立特別支
援学校

70.2% 75.0% 72.3% 75.0%
R8.1月
公表

80.0% 80.0%

・特別支援学校の教諭を対象に、５領域未取得者に対
して、特別支援学校教諭二種免許以上を取得する計画
を6月に集め、確認した。認定講習の情報を周知し、
免許状取得向上に努めた。

－
・5領域未取得者に対して、引き続き取得計画
及び取得結果の提出を求め、５領域全ての特別
支援学校教諭二種免許以上の保有を促進する。
（特支）

特支

③ 県立特別支援学校において高等部３年の卒業時に「行き
たい進路が決まっている」、「卒業後の生活に楽しみが
ある」と回答した生徒の割合を90％以上とする。（肯定
的に回答した割合）
※R６より新設指標

県キャリア教育に関
するアンケート調査

県立特別支
援学校

88.5%
【R６】

70.0% 88.5% 80.0％以上
R8.4月
公表

85.0％以上 90.0％以上

・外部講師による陶芸体験やエイサーによる表現活動
体験等、文化・芸術・スポーツ活動について、各県立
特別支援学校が特色ある体験活動を進めている。 －

・卒業後の余暇活動につながる体験になるよ
う、継続して文化・芸術・スポーツ活動を推進
する。（特支） 特支

・自主的・計画的な園内研修が実施されるよう
に、園内で中核となるミドルリーダーの活躍に
向けた取組を行っている。（幼保）
・園内研修において「高知県教育・保育の質向
上ガイドライン」を活用するとともに、管理職
等に活用方法等について周知し、組織としての
活用を促している。（幼保）

基
本
方
針
Ⅱ

8



R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（28） 保幼・小・中・高等学校における特別支援
教育の推進、体制の強化

① 「すべての子どもが『分かる』『できる』授業づくりガ
イドブック」に示した５つの重点事項
(「Ⅰ環境の工夫、Ⅱ情報伝達の工夫、Ⅲ活動内容の工
夫、Ⅳ教材・教具の工夫、Ⅴ評価の工夫」に関する行動
指針)の取組を「実践している」と回答した学校の割合
を、小・中学校、高等学校とも平均95％以上とする。
（肯定的に回答した割合）
※R６より新設指標

県特別支援教育取組
状況調査

小学校
96.2％

【R６】
90.0% 96.2% 90.0%

R8.1月
公表

93.0% 95.0%

・「通常の学校における合理的配慮実践充実事業」の
指定校においては、基礎的環境整備の一環として、ユ
ニバーサルデザイン（以下ＵＤ）に基づく授業づくり
を推進している。「ユニバーサルチェック」自己診断
入力シートの定期的な活用を通じて、日々の授業実践
に反映させている。 昨年度の指定校の取組について
は、教職員ポータルサイトや研修会を通じて周知を図
り、好事例の共有に努めている。

－
特支
幼保
教セ

中学校
96.5％

【R６】
90.0% 96.5% 90.0%

R8.1月
公表

93.0% 95.0%

・「通常の学校における合理的配慮実践充実事業」の
指定校においては、基礎的環境整備の一環として、Ｕ
Ｄに基づく授業づくりを推進している。「ユニバーサ
ルチェック」自己診断入力シートの定期的な活用を通
じて、日々の授業実践に反映させている。 昨年度の指
定校の取組については、教職員ポータルサイトや研修
会を通じて周知を図り、好事例の共有に努めている。

－
特支
幼保
教セ

高等学校
94.7％

【R６】
90.0% 94.7% 90.0%

R8.1月
公表

93.0% 95.0%

・6月開催の学校特別支援教育学校コーディネーター
連絡協議会では、高等学校におけるＵＤに基づいた授
業づくりの取組発表を行い、好事例の共有を図ってい
る。また、「通常の学級における合理的配慮実践充実
事業」の指定校に対しては、専門家によるＵＤの授業
づくりの必要性の周知や授業づくりへの助言を通じた
取組を進めている。今後は、指定校の実践内容を整
理・集約し、他校への横展開を図ることが必要であ
る。

－
特支
幼保
教セ

（28） 保幼・小・中・高等学校における特別支援
教育の推進、体制の強化

② 「個別の指導計画」が作成され、校内支援会等における
情報共有のもと、組織的な指導・支援が実施されている
幼児児童生徒の割合を保育所・幼稚園等で85％以上、小
学校で95％以上、中学校で90％以上、高等学校で95％以
上とする。（通級による指導対象、特別支援学級在籍児
童生徒を除く。）

保幼：県特別支援教
育の現状調査
小中高：県特別支援
教育取組状況調査 保幼等 64.4% 70.0% 63.6% 75.0％以上 84.3% 80.0％以上 85.0％以上

・個別の指導計画の作成において活用できるDVDの各
園への配付やキャリアアップ研修（障害児保育・特別
支援教育）における講義・演習を実施している。
・個別の指導計画作成率84.3％。（６月調査済）

A
特支
幼保
教セ

小学校 83.2% 90.0% 76.9% 90.0％以上
R8.1月
公表

93.0％以上 95.0％以上

・学校訪問では、対象児童の個別の指導計画提出を必
須とし、校内支援会での協議内容を教職員全体で共
有・取組への振り返りをしながら支援に活用するよう
助言している。また、教育事務所の訪問や講話におい
ても、個別の指導計画の内容の充実と組織的な取組に
ついて必要性を周知している。

－
特支
幼保
教セ

中学校 80.5% 80.0% 79.5% 80.0％以上
R8.1月
公表

85.0％以上 90.0％以上

・学校訪問では、対象生徒の個別の指導計画提出を必
須とし、校内支援会での協議内容を教職員全体で共
有・取組への振り返りをしながら支援に活用するよう
助言している。また、教育事務所の訪問や講話におい
ても、個別の指導計画の内容の充実と組織的な取組に
ついて必要性を周知している。中学校では特に個別の
指導計画を基に教科間の連携を密にすることを助言し
ている。

－
特支
幼保
教セ

高等学校 82.8% 90.0% 54.1% 90.0％以上
R8.1月
公表

93.0％以上 95.0％以上

・学校訪問では、効果的な取組例として、個別の指導
計画を活用した進行モデルを示し、個別の指導計画の
作成・活用を促している。組織的な指導・支援につな
がるように個別の指導計画をもとに現状を把握し、校
内支援会の内容を受けて個別の指導計画を見直し改善
するように働きかけている。

－
特支
幼保
教セ

（28） 保幼・小・中・高等学校における特別支援
教育の推進、体制の強化

③ 「個別の教育支援計画」や「引き継ぎシート」等のツー
ルを活用して校内支援会等を行っている学校の割合を、
小・中学校、高等学校とも100％とする。
※R６より新設指標

県特別支援教育取組
状況調査

小学校
87.9％

【R６】
93.0％以上 87.9% 93.0％以上

R8.1月
公表

95.0％以上 100％以上

・個別の教育支計画活用リーフレットを配付し、作
成・活用を促進している。学校訪問時には引き継ぎ状
況を確認し、校内支援会等での活用について指導・助
言を行っている。また、指導事務担当者会でツールを
活用した引き継ぎと校内支援会による組織的・計画的
な取組の必要性を周知し、各学校への働きかけを促し
ている。

－
特支
幼保
教セ

中学校
89.7％

【R６】
93.0％以上 89.7% 93.0％以上

R8.1月
公表

95.0％以上 100％以上

・個別の教育支計画活用リーフレットを配付し、作
成・活用を促進している。学校訪問時には引き継ぎ状
況を確認し、校内支援会等での活用について指導・助
言を行っている。また、指導事務担当者会でツールを
活用した引き継ぎと校内支援会による組織的・計画的
な取組の必要性を周知し、各学校への働きかけを促し
ている。

－
特支
幼保
教セ

高等学校
75.0％

【R６】
93.0％以上 75.0% 93.0％以上

R8.1月
公表

95.0％以上 100％以上

・６月に特別支援教育学校コーディネーター連絡協議
会を開催し、校内支援体制の充実を図るため、個別の
教育支援計画等の効果的な活用方法や前籍校の支援内
容を踏まえた組織的な支援の必要性について周知を
行っている。

－
特支
幼保
教セ

・組織的な指導・支援につながるよう、ユニ
バーサルデザイン（以下ＵＤ）に基づいた授業
づくりの具体例や個別の指導計画等のツール活
用の好事例について周知を図っていく。（特
支）
・学校訪問時の校内支援会では、ＵＤの視点で
の助言や専門家からの助言をツールに落とし込
む等、効果的な校内支援会の実施につながるよ
う、教育事務所と連携して働きかけを進める。
（特支）
・子ども一人一人の特性やニーズに応じてきめ
細やかな指導を行うためには、個別の指導計画
は必要不可欠であるため、引き続き作成・実施
を周知する。（特支）
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（29） 医療的ケア児に対する支援の充実 ① 総括的な医療的ケアの実施体制（A定期的な校内医療的ケ
ア委員会の実施、Bヒヤリハット等の事例検討、C引き継
ぎや研修の実施）が整備できている県立特別支援学校の
割合を100％とする。
※R６より新設指標

県学校における医療
的ケアに関する状況
調査 県立特別支

援学校
91.7％

【R６】
50.0% 91.7% 60.0%

R8.1月
公表

80.0% 100%

・医療的ケア研修会を7月に開催し、ヒヤリハット事
例や人工呼吸器について、研修を実施した。安全対策
への意識を高めるとともに、最新の医療機器について
学ぶことができた。

－

・教員と看護職員が教育の質を高める視点で連
携できるように、教員も含めた医療的ケア研修
会を開催するなど、医療的ケア実施体制の拡充
に努める。（特支）

特支
幼保

政策２ 重層的な支援体制の
整備・強化による不登校対策
の推進

（30） 魅力ある学校づくりの推進 ① 「学校に行くのは楽しいと思う」と回答した児童生徒
（小学校６年、中学校３年）の割合を全国以上とする。
（肯定的に回答した割合）
「学校生活は充実している」と肯定的に回答した生徒
（高校３年）の割合を向上させる。（肯定的に回答した
割合）

小中：全国学力・学
習状況調査児童生徒
質問調査
高：県オリジナルア
ンケート 小学校 84.0％(85.3％) 全国平均以上

83.8％
(84.8％)

全国平均以上
86.3％

（86.5％）
全国平均以上 全国平均以上

・全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査の質問紙
の結果は小学校86.3％（86.5％）と全国値を下回った
ものの、昨年度と比べると肯定群が増加し、全国との
差も縮まってきている。
・学校への調査では、全国値より高い項目が多いが、
学校運営や組織に関わる項目が下回る結果となってお
り、引き続き組織力の強化を図る必要がある。

B
人権
小中
高等
幼保
教セ

中学校 81.0％(81.8％) 全国平均以上
82.3％

(83.8％)
全国平均以上

85.4％
（86.1％）

全国平均以上 全国平均以上

・全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査の質問紙
の結果は中学校85.4％（86.1％）と全国値を下回った
ものの、昨年度のと比べると肯定群は増加している。
・学校への調査では、全国値より高い項目が多いが、
学校運営や組織に関わる項目が下回る結果となってお
り、引き続き組織力の強化を図る必要がある。

B
人権
小中
高等
幼保
教セ

高等学校 88.8% 89.0% 91.4% 89.5% R8.2公表 90.0% 90.5%

・令和６年度の肯定的回答は92.5％と基準値を上回っ
ている。
・校則の見直し等、「生徒の声」を生かした取組等が
広まりつつあり、充実した学校生活を送れる生徒が増
加していると考えられる。

－
人権
小中
高等
幼保
教セ

② 保幼小で互いの教育内容を話し合い、それぞれのカリ
キュラムに反映させている小学校区の割合を100％とす
る。
※R６より新設指標

県保幼小連携・接続
の実施状況調査

保幼小
70.3％

【R６】
50.0% 70.3% 75.0% R8.2公表 85.0% 100%

・新たに四万十市をモデル地域に指定し、保幼小中一
貫して子どもたちにつけたい力を中学校区ごとに決
め、まず、保幼小での取組の推進を図っている。

－

・小１プロブレムや中１ギャップを解消できる
よう、特に校種間連携の重要性について、生徒
指導主事（担当者）会等で周知していく。（人
権）

人権
小中
高等
幼保
教セ

③ 中学１年生1,000人当たりの新規不登校生徒数を全国平均
以下とする。

県調査(全国平均は国
調査参照)

中学校
35.9人(35.3人)

【R４】
※( )内は全国国公私立中学１年生平均

35.0人 32.6人 34.5人 R8.10公表 34.0人 30人以下

・令和５年度は、36.2人（35.1人）と新規不登校生徒
数は、県が微増、全国は微減となった。
・中学校全体の新規不登校生徒数は、24.3人（28.2
人）と県が全国平均を下回っていることから、いわゆ
る中１ギャップを解消する取組が必要である。

－

・保幼小中連携モデル地域の実践研究を計画
的・効果的に推進できるよう、教育委員会内の
関係各課との連携を強化する。（人権）

人権
小中
高等
幼保
教セ

（31） 早期発見・早期支援の実施 ① 校内支援会において、専門家の見立てを基に支援方法等
が決められている学校の割合を100％とする。

県人権教育・生徒指
導に関する取組状況
調査 小学校

100%
【R４】

100% 100% 100% R8.3月公表 100% 100%
・令和６年度は全ての学校で専門家の見立てを基に支
援方針等の検討を行えており、令和７年度も積極的な
活用を依頼している。

－

・スクールカウンセラーやスクールカウンセ
ラー、学校のコーディネーター等が一堂に会す
る研修をさらに発展させ、役割の相互理解を一
層進めるとともに、学校における支援体制の整
備を進める。（人権）

人権
心セ
教政
特支

中学校
99%

【R４】
100% 100% 100% R8.3月公表 100% 100%

・令和６年度は全ての学校で専門家の見立てを基に支
援方針等の検討を行えており、令和７年度も積極的な
活用を依頼している。

－
人権
心セ
教政
特支

高等学校
100%

【R４】
100% 100% 100% R8.3月公表 100% 100%

・令和６年度は全ての学校で専門家の見立てを基に支
援方針等の検討を行えており、令和７年度も積極的な
活用を依頼している。

－
人権
心セ
教政
特支

② 不登校担当者が、児童生徒の出欠状況等、早期支援につ
ながる情報を毎日管理職に報告している学校の割合を
100％にする。

県人権教育・生徒指
導に関する取組状況
調査

小学校
95.7％

【R４】
97.0% 99.4% 98.0% R8.3月公表 99.0% 100%

・１人１台端末や校務支援システムを活用するなどし
て、校内での情報共有が進んできている。
・引き続き、児童生徒の変化を捉え、早期発見・早期
支援が可能となるよう、組織的な取組を依頼していく
ことが必要である。

－

・不登校支援スキルアップ研修会等において、
早期発見・支援の重要性について周知を継続
し、引き続き校内での支援体制整備を進める。
（人権）

人権
心セ
教政
特支

中学校
86.7％

【R４】
90.0% 100% 93.0% R8.3月公表 96.0% 100%

・一人一台端末や校務支援システムを活用するなどし
て、校内での情報共有が進んできている。
・引き続き、児童生徒の変化を捉え、早期発見・早期
支援が可能となるよう、組織的な取組を依頼していく
ことが必要である。

－
人権
心セ
教政
特支

（32） 多様な教育機会の確保 ① 90日以上欠席している不登校児童生徒のうち、学校内外
の関係機関（医療、福祉、教育支援センター、心の教育
センター、ＳＣ、ＳＳＷなど）で相談や支援を受けてい
る児童生徒の割合を前年度以上とする。

県調査、児童生徒の
問題行動・不登校等
生徒指導上の諸課題
に関する調査

小学校
97.8％

(71.3％)
【R４】

前年度以上 R７.10月 前年度以上 R8.10公表 前年度以上 前年度以上
・全公立学校でスクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカーが対応できる体制を整備し、児童生徒
への相談支援の対応に活用することを依頼している。

－ 人権
生涯

中学校
95.6％

(61.5％)
【R４】

前年度以上 R７.10月 前年度以上 R8.10公表 前年度以上 前年度以上
・全公立学校でスクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカーが対応できる体制を整備し、児童生徒
への相談支援の対応に活用することを依頼している。

－ 人権
生涯

・子どもの声を生かした魅力ある学校づくりを
推進するため、指定校等、先進的な実践研究を
進めている地域や学校の好事例を研修会等で周
知する。（人権）
・組織的な支援体制の質的向上のために、小学
校教科担任制・組織力向上アドバイザーによる
学校訪問指導の取組の充実が必要である。（小
中）

・スクールカウンセラーやスクールカウンセ
ラー、学校のコーディネーター等が一堂に会す
る研修をさらに発展させ、役割の相互理解を一
層進めるとともに、学校における支援体制の整
備を進める。（人権）
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

政策３ 虐待や貧困、ヤング
ケアラー等の家庭的な事情等
による多様な背景を持つ児童
生徒の早期発見、組織的な対
応

（33） 多様な背景を持つ児童生徒の早期発見 ① 児童虐待に関する校内研修（ヤングケアラー支援に係る
内容も含む。）を実施する学校の割合を前年度以上とす
る。

県人権教育・生徒指
導に関する取組状況
調査 小学校 74.7% 前年度以上 100.0% 前年度以上 R8.3月公表 前年度以上 前年度以上

・令和６年度には全ての学校で児童虐待に関する研修
を実施することができ、今年度についても同様の実施
を依頼している。
・学校が負担なく実施できるような教材を用意してい
くことが必要である。

－ 人権

中学校 74.2% 前年度以上 100.0% 前年度以上 R8.3月公表 前年度以上 前年度以上

・令和６年度には全ての学校で児童虐待に関する研修
を実施することができ、今年度についても同様の実施
を依頼している。
・学校が負担なく実施できるような教材を用意してい
くことが必要である。

－ 人権

高等学校 59.6% 前年度以上 100.0% 前年度以上 R8.3月公表 前年度以上 前年度以上

・令和６年度には全ての学校で児童虐待に関する研修
を実施することができ、今年度についても同様の実施
を依頼している。
・学校が負担なく実施できるような教材を用意してい
くことが必要である。

－ 人権

特別支援学
校

46.7% 前年度以上 100.0% 前年度以上 R8.3月公表 前年度以上 前年度以上

・令和６年度には全ての学校で児童虐待に関する研修
を実施することができ、今年度についても同様の実施
を依頼している。
・学校が負担なく実施できるような教材を用意してい
くことが必要である。

－ 人権

（34） 専門家や関係機関と連携した組織的な支援
体制の充実

① 校内支援会において、専門家の見立てを基に支援方法等
が決められている学校の割合を100％とする。

県人権教育・生徒指
導に関する取組状況
調査

小学校
100%

【R４】
100% 100% 100% R8.3月公表 100% 100%

・令和６年度は全ての学校で専門家の見立てを基に支
援方針等の検討を行えており、令和７年度も積極的な
活用を依頼している。

－ 人権

中学校
99%

【R４】
100% 100% 100% R8.3月公表 100% 100%

・令和６年度は全ての学校で専門家の見立てを基に支
援方針等の検討を行えており、令和７年度も積極的な
活用を依頼している。

－ 人権

高等学校
100%

【R４】
100% 100% 100% R8.3月公表 100% 100%

・令和６年度は全ての学校で専門家の見立てを基に支
援方針等の検討を行えており、令和７年度も積極的な
活用を依頼している。

－ 人権

政策４ 教育費負担の軽減に
向けた経済的な支援

（35） 就学援助の活用についての周知 ① 就学援助制度の利用要件を満たす対象児童生徒全員に、
制度が周知されている。

ー

小中 ー ー
制度の周知は
行われ、工夫
もされている

ー ー ー ー
・各市町村で制度の周知は行われ、より多くの保護者
に利用してもらうための工夫もされている。 － 小中

小中 ー ー

支援は実施さ
れ、制度の周
知もされてい
る

ー ー ー ー
・年度途中の申請も受け付けている市町村が多く、支
援は実施されている。 － 小中

（36） 高等学校等就学支援金事業、高校生等奨学
給付金事業等の実施、周知

① 就学支援金や奨学給付金等の制度の利用を必要としてい
る生徒に対して、制度が周知されている。

ー

高等学校 ー ー

制度の周知は
行われ、支給
や貸与案が実
施されている

ー ー ー ー
・機会ある毎にリーフレットの配布、保護者等への説
明、ホームページへの掲載など、制度周知・徹底を
図っている。

－
・引き続き、制度の周知・徹底を実施する。
（高等）

高等

（37） 多子世帯保育料軽減事業の実施 ① 国の無償化の対象とならない部分を含め、全市町村で多
子世帯の保育料の軽減が行われている。

ー

保幼 ー ー

33市町村(中核
市除く)で多子
世帯の保育料
の軽減が行わ
れている

ー ー ー ー

 ・30市町村で多子世帯保育料軽減事業による財政支援
を実施している（３町村（東洋町、北川村、三原
村））は対象児童が少ないことなどにより、町村単独
事業で実施。高知市は中核市のため対象外）。

－

・引き続き国の無償化の対象とならない第３子
以降３歳未満児の保育料の軽減又は無料化を行
う市町村（中核市除く）への助成を行うこと
で、子どもを産み育てやすい環境の実現を図
る。（幼保）

幼保

・引き続き学校が負担なく校内研修を実施する
ことができるよう、情報収集を継続するととも
に、研修用教材の見直しを行う。（人権）

・引き続き、スクールカウンセラー及びスクー
ルソーシャルワーカーが全公立学校で支援でき
る体制を整え、各校の校内支援会で専門家を活
用した支援方針の検討がなされるように支援し
ていく。（人権）

・就学援助制度の利用要件を満たす対象児童生
徒全員に制度が周知されるよう、引き続き各市
町村へ周知依頼を促す。（小中）
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

政策５ 地域間格差を解消
し、中山間地域等をはじめと
する各地域において魅力ある
教育を実施

（39） 地域間格差を解消するための学びの支援 ① 全国学力・学習状況
調査 児童生徒質問調
査 小学校 77.5％(76.5％) 79.0%

75.1％
(75.9％)

81.0%
79.7％

（78.1％）
83.0%

85.0％以上、
かつ全国平均

以上

・目標値を1.3ポイント下回ったが、基準値や昨年度の
実績は上回った。
・ICT等を活用して他者と協働的に学び合う機会の充
実が図られている。

B 小中
教セ

中学校 81.3％(77.6％) 79.0%
77.9％

(76.2％)
81.0%

80.2％
（79.2％）

83.0%
85.0％以上、
かつ全国平均

以上

・目標値を0.8ポイント下回った。
・ICT等を活用して他者と協働的に学び合う機会の充
実が一定図られているが、学校間での格差がある。

C 小中
教セ

② 全国学力・学習状況
調査 児童生徒質問調
査

小学校 69.8％(60.9％) 72.5%
54.7％

(47.3％)
75.0%

56.9％
（47.7％）

77.5%
80.0％以上、
かつ全国平均

以上

・目標値を18.1ポイント下回った。
・児童一人一人に応じたきめ細やかな指導の推進が図
られているものの、学校間の差がある。

C 小中
教セ

中学校 57.6％(43.7％) 62.5%
43.5％

(35.5％)
65.0%

42.1％
（33.8％）

67.5%
70.0％以上、
かつ全国平均

以上

・目標値を22.9ポイント下回っている。
・経年で低下していることから、分かるまで教えてく
れるのは先生だけでなく、友達やICT等にも広がり、
学び方が多様になっていることが考えられる。個々の
生徒のつまずきに応じた丁寧な対応が必要である。

C 小中
教セ

（40） 中山間地域等をはじめとする各地域におけ
る特色・魅力ある学校づくり、教育活動の
展開のための支援

① 中山間地域等の小規模校（13校）への地元中学校卒業生
に占める入学者数の割合を32.3％以上（R９）とする。ま
た、地元中学校卒業生が地元高校（13校）に進学した割
合（旧市町村単位の平均）を41.4％以上（R９）とする。
※R６より新設指標

県出身中学校・義務
教育学校別入学許可
者数報告

高等学校
地元中学校
卒業生に占
める入学者
数の割合

(対象：13校)

21.6％
【R６】

ー 21.6% 25.2% 19.2% 28.7% 32.3%
・目標値に到達していない理由として、地域における
高校のイメージが固定化しており、進学先の候補とし
て選択されない傾向がある。

C
振興
教セ
教政

高等学校
旧市町村単
位の平均

(対象：13校)

29.7％
【R６】

ー 29.7% 32.9% 28.6% 36.6% 41.4%
・目標値に到達していない理由として、地域における
高校のイメージが固定化しており、進学先の候補とし
て選択されない傾向がある。

C
振興
教セ
教政

② 地域みらい留学等を活用した、県外からの入学者を80人
（R９）とする。

県出身中学校・義務
教育学校別入学許可
者数報告 高等学校 30人 40人 49人 50人 53人 65人 80人

・目標値を上回る入学者となった。全国生徒募集につ
いては、県外の中学生や保護者に対する広報が十分に
できていない状況。また、地域みらい留学の参加校拡
大に向けては、居住施設の確保や土日の生徒対応につ
いて地元市町村との協議が必要。

A
振興
教セ
教政

政策６ 多様な児童生徒や若
者が学ぶことができる機会の
保障と自立支援

（41） 夜間中学の充実、広報・周知 ① 夜間学級生徒アンケートにおいて、「学校生活に満足し
ている」と肯定的に回答した生徒の割合を80％以上とす
る。

夜間学級生徒アン
ケート

夜間中学生
徒

100.0% 80％以上 91.0% 80.0% R8.3月公表 80.0% 80.0%
・19名の生徒が在籍しており、生徒の様々な学びの
ニーズに応え、生徒が学ぶ喜びを実感しながら、個々
の状況に応じた学習を実施している。

－

・中学校に十分に通えなかった方や外国籍の方
など、様々な背景を持つ方々の「学びの場」で
ある公立夜間中学の教育活動の充実を図るとと
もに、生徒募集に向けた広報・周知活動を推進
する。（高等）

高等

（42） 若者の学びなおしと自立支援 ① 若者サポートステーションの進路決定率(単年度、国事業
実績除く)を27.0％以上とする。
※R６より新設指標

県調査

高等学校
31.9％

【R６】
18.8% 31.9% 21.5%

20.1%
（R7.8末時

点）
24.2% 27.0％以上

・８月時点で目標値に対して93％の達成状況である。
福祉的な支援を必要とする利用者が一定数いることか
ら、福祉機関等との連携を一層図り、適切な支援に結
び付ける必要がある。

－
・引き続き、事業の周知や関係機関との連携を
図ることで、若者サポートステーションにおけ
る支援につなげていく。（生涯） 生涯

（43） 高等学校定時制・通信制課程の質の確保・
向上

① 生徒アンケートにおいて、「学校生活は充実している」
と肯定的に回答した４年生（定時制・通信制）の割合を
90％以上とする。

生徒アンケート

高等学校
定時制

87.2% 88.0% 83.3% 89.0% 89.8% 90.0% 90.0％以上

・定時制における学校生活への評価に対する目標値(第
1回 6月実施)は達成することができた。今後は、各生
徒が卒業後の進路実現を図ることができれば、第2回
(12月実施)においても、同様の結果が得られることが
期待できる。

－ 高等

高等学校
通信制

100.0% 90.0% 50.0% 90.0% 75.0% 90.0% 90.0％以上
・第1回(6月)時点では、学校行事等の実施回数が少な
いことや、将来の進路に不安を抱えている生徒も多い
ことから、否定的な回答が多くなる傾向にある。

－ 高等

（44） 外国人児童生徒等に対する日本語教育の推
進

① 日本語指導が必要な児童生徒のうち学校において特別な
配慮に基づく指導を受けている者の割合を100％とする。

日本語指導が必要な
児童生徒の受入状況
等に関する調査 隔
年公表 外国籍

100％(91.0％)
【R３】

ー ー 100.0% Ｒ８.５月公表 ー 100.0% －
小中
高等
教セ

日本籍
100％(88.1％)

【R３】
ー ー 100.0% Ｒ８.５月公表 ー 100.0% －

小中
高等
教セ

・ICTを活用して他者の考えや意見を参照しな
がら学習を進めたり、協働的な学びの充実を
図ったりできるような指導・助言を学校訪問の
際に行う。また、1人１台端末やデジタルドリ
ルなどを活用しながら、児童生徒のつまずきや
課題を見取り、適切なフィードバックを行うこ
とができる学校が増えるように、訪問等で助言
する。（小中）

・地域を巻き込んだ高等学校の魅力化･特色化
を推進するため、地域でのシンポジウム等を開
催する。（振興）
・地域コンソーシアムの運営や生徒募集に向け
た学校の広報活動を行う高校魅力化コーディ
ネーターの配置を拡充する。（振興）
・地域コンソーシアムで策定したアクションプ
ラン実行に対する財政支援を強化する。（振
興）
・こうち留学について、民間企業へ業務を委託
し、効果的･効率的な運営を行うとともに広報
（ブランディング）を充実させる。（振興）
・こうち留学で県外から入学した生徒を対象に
卒業後の定着や交流人口の拡大につながるサ
ミットを開催する。（振興）
・地域みらい留学の参画校を拡大する。（振
興）

・各学校において、自己の在り方や卒業後の進
路に向き合う時間を創出するとともに、生徒の
ソーシャルスキルを高める取組など、生徒が目
標を持ち、充実した学校生活が送れるよう、校
内外でのキャリア教育の充実・推進を図ってい
く。（高等）

・日本語指導が必要な生徒の在籍する学校に日本語指
導支援員を配置し、日本語指導を実施している。
・R５の調査では、目標値（100%)より小学校では18.5
ポイント、中学校では12.5ポイント下回っていた。
・「外国人日本語学習支援ｅ-ラーニングシステム」や
教職員ポータルサイト内に掲載している研修用動画及
び関連資料、国の補助事業を周知し、市町村からの個
別事例相談を受ける等、日本語指導教員等の資質・能
力の向上を図っている。日本語指導が必要な児童生徒
の増加に伴い、児童生徒の多様な学習ニーズに対応し
たきめ細かい日本語指導・教科指導を行うことが必要
である。

・引き続き、日本語指導担当教員等を配置し、
対象生徒の多様な学習ニーズに対応したきめ細
かい日本語指導・教科指導等を行う体制を構築
する。（小中）
・外国人児童生徒等の適切な教育の機会確保に
向け、国の補助事業を活用し、「運営協議会」
等、日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒
が、学校において特別の配慮に基づく指導を受
けることができる体制を構築する。（小中）

「自分と違う意見について考えるのは楽しいと思う」と
回答した児童生徒（小学校６年、中学校３年）の割合を
85％以上、かつ全国平均以上とする。（肯定的に回答し
た割合）
※高知市立小・中学校、県立中学校を除く。

「先生は、授業やテストで間違えたところや、理解して
いないところについて、分かるまで教えてくれていると
思う」と回答した児童（小学校６年）の割合を80％以
上、生徒（中学校３年）の割合を70％以上、かつ全国平
均以上とする。（強肯定の回答をした割合）
※高知市立小・中学校、県立中学校を除く。
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（45） 特異な才能のある児童生徒に対する指導・
支援

① 「授業は、自分にあった教え方、教材、学習時間などに
なっていた」と回答した児童（小学校６年）の割合を
90％以上、生徒（中学校３年）の割合を85％以上、かつ
全国平均以上とする。（肯定的に回答した割合）

全国学力・学習状況
調査 児童生徒質問調
査

小学校
84.2％(82.9％)

【R３】
85.5%

84.1％
(84.3％)

87.0%
86.2％

（83.4％）
88.5%

90.0％以上、
かつ全国平均

以上

・目標値を0.8ポイント下回ったが、基準値より2.0ポ
イント上回った。
・「令和の学校教育を考える」推進会議を通して、個
別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を目指し
た授業の実践と普及をさらに進めていく。

B
小中
特支
人権

中学校 79.7％(74.9％) 80.5%
82.0％

(80.9％)
82.0%

80.9％
（79.3％）

83.5%
85.0％以上、
かつ全国平均

以上

・目標値を1.1ポイント下回ったが、基準値より1.6ポ
イント上回った。
・「令和の学校教育を考える」推進会議を通して、個
別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を目指し
た授業の実践と普及をさらに進めていく。

B
小中
特支
人権

政策７ 多様な保育サービス
の充実

（46） 子どもや子育て家庭のニーズに応じた支援 ① 「高知県の保育所・幼稚園・認定こども園など子育てを
支える施設が充実していると思う」と回答した割合を
40％とする。

県民意識調査

保幼、認定
こども園

33.3% 35.0% 33.4% 35.0% R7.10月公表 40.0% 40.0%

・多機能型保育支援事業の拡大に向けて、保育所等へ
の個別訪問により事業実施への働きかけを行ってい
る。
・親育ち・特別支援保育コーディネーターやスクール
ソーシャルワーカー（就学前）を配置する市町村への
支援を実施している。

－

・引き続き子どもや子育て家庭のニーズに応じ
た保育サービスを充実させるとともに、就園・
未就園に関わらず、身近な場所で子育て支援が
受けられる環境整備や、特別な支援を必要とす
る子ども等への支援を行う。

幼保

政策１ 共に学び支え合う生
涯学習・社会教育の推進

（47） 全ての県民が生涯にわたって学び、学びを
生かす機会と環境の充実

① 生涯学習ポータルサイトへのアクセス件数を25,000件以
上とする。

県調査

23,103件
【R４】

25,000件以上 31,654件 25,000件以上
13,824件

(R7.8末時点)
25,000件以上 25,000件以上

・ポータルサイトのアクセス数は例年並みで推移して
いる。ポータルサイトの改修や多彩な講座情報を掲載
することにより、県民の学習の機会の充実につなげて
いる。

－ 生涯
教政

② 全市町村に社会教育主事有資格者・社会教育士を養成す
る。

県調査

14市町村 15市町村 18市町村 25市町村
15市町村

（R7,4月時
点）

30市町村 全市町村
・本年度は、高知大学での開催もあり、例年より受講
者も多くなっているが、目標値には遠い状況が見られ
る。

B 生涯
教政

（48） 学びを育む体験活動の推進 ① 青少年の健全な育成を図ることを目的とする県立青少年
教育施設の利用者数（青少年：25歳未満）を155,000人と
する。

県調査

138,124人
【R４】

150,000人 153,699人 152,000人
86,080人

（R7.8月末）
154,000人 155,000人

・5ヶ月間で目標の56％に到達しており、目標を達成
する見込み。 － 生涯

② 森林活用指導者育成研修の修了者数を40名以上とする。 県調査

12名
【R４】

23名以上 20名 28名以上
29名

（見込み）
34名以上 40名以上 ・研修申込状況では目標値を達成する見込みである。 － 生涯

政策２ オーテピア高知図書
館を核とした県民の読書環
境・情報環境の充実

（49） オーテピア高知図書館を核とした県民の読
書環境・情報環境の充実

① 県民一人当たりの図書貸出冊数を5.2冊以上とする。 県調査

4.8冊
【R４】

5.2冊

4.8冊
(令和6年度実
績・速報値)
R８.３月公表

5.2冊 ー 5.2冊 5.2冊以上
・図書館整備に取り組む市町村では貸出冊数が増加し
ているが、一部、減少傾向の市町村もあり、全体で
は、前年度並みとなっている。

－
・引き続き新鮮な資料の収集・協力貸出により
市町村の取組を支援するとともに、市町村図書
館等の蔵書の充実等についても働きかけてい
く。（生涯）

生涯
小中
高等

② 電子図書館の閲覧回数を10万回以上とする。 県調査

28,834回
【R４】

65,000回 52,896回 85,000回
22,472回

(R7.9月末時
点)

100,000回 100,000回以上

・県立学校の「高知県電子図書館」の利用登録はほぼ
完了しているが、市町村は５市３町１村にとどまって
いるため、さらなる周知が必要。
・R7は複数人での同時アクセスが可能な読み放題パッ
クの提供を新たに開始。
・電子雑誌閲覧サービス「Kono Libraries」は2025年
３月末で提供終了。

－

・電子書籍のコンテンツの充実を図りながら、
各サービス（貸出型、閲覧型）の特徴を踏まえ
た周知を行い、利用を促進していく。（生涯）
・市町村教育委員会等に対して、学校の教職員
や児童・生徒の「高知県電子図書館」への一括
登録を働きかける。（生涯）

生涯
小中
高等

③ レファレンス件数を31,000件以上とする。 県調査

20,621件
【R４】

30,000件 19,605件 30,000件
7,925件

(R7.9月末時
点)

31,000件 31,000件
・図書館の利用方法の浸透や情報リテラシーの向上等
に伴い、レファレンス研修は減少傾向にある。 －

・今後も広範なレファレンスに対応できるよ
う、司書の専門性の向上に取り組むとともに、
関係機関と連携した企画展示や相談会等の開催
により、課題解決に資する支援の充実を図る。
（生涯）

生涯
小中
高等

④ 県立学校、市町村立図書館等への協力貸出冊数を50,000
点以上とする。

県調査

40,827点
【R４】

45,000点 45,267点 47600点
24,467点

(R7.9月末時
点)

50,000 50,000点

・高知国際中学校・高等学校等と連携し、県立学校の
資料ニーズや図書館活用教育の実態を把握したうえで
働きかけを強化したことにより、県立学校への貸出が
大幅に増加している。

－
・ふるさと学習・キャリア教育・地域課題の探
究に役立つ資料を収集・提供するとともに、県
立学校や市町村立図書館等のニーズに応じた協
力貸出を実施する。（生涯）

生涯
小中
高等

⑤ 高知県学力定着状況
調査

小学校 57.4% ー 57.4% 58.0% R８.２月公表 59.0% 60.0％以上

・「きっとあるキミのこころにひびく本」に掲載され
た図書を教職員ポータルサイトに掲載し普及すること
で、学校における読書活動の充実を図っている。ま
た、学校図書館図書標準達成校数の拡大を図るため
に、市町村に対して学校図書館資料の計画的な整備を
働きかけている。

－

・学校図書館を活用して「主体的・対話的で深
い学び」の実現に向けた授業改善を推進してい
く。（小中）

生涯
小中
高等

中学校 38.4% ー 38.4% 41.0% R８.２月公表 43.0% 45.0％以上

・「きっとあるキミのこころにひびく本」に掲載され
た図書を教職員ポータルサイトに掲載し普及すること
で、学校における読書活動の充実を図っている。ま
た、学校図書館図書標準達成校数の拡大を図るため
に、市町村に対して学校図書館資料の計画的な整備を
働きかけている。

－

・学校図書館を活用して「主体的・対話的で深
い学び」の実現に向けた授業改善を推進してい
く。（小中）

生涯
小中
高等

基
本
方
針
Ⅲ

・生涯学習ポータルサイトを広く県民に周知
し、ポータルサイトへのアクセス件数の増加に
つなげていく。（生涯）
・各市町村に社会教育主事講習に関するアン
ケート調査を実施し、市町村の課題の改善とと
もに、社会教育主事（社会教育士）の先進事例
を横展開し、有資格者を増やしていく。（生
涯）

・R７年度に青少年センター体育館の耐震工事
が完了し、R8年度は利用者増加の見込み。（生
涯）
・林業部署で同様の指導者育成事業を実施して
いるため、本事業を廃止する。（生涯）
・令和８年度はこれまで育成した指導者の情報
を発信することで、実践につなげていく。（生
涯）

・授業ＤＸ指定地域の拡充、学びの個別最適化
を推進する学校を新たに指定する等、個別最適
な学びと協働的な学びの一体的な充実をさらに
推進し、授業公開を行うことで実践を普及して
いく。（小中）

学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１
日当たり10分以上読書を行う児童生徒の割合を小学校
60%以上、中学校45%以上 とする。
＊令和６年度全国学力・学習状況調査児童生徒質問にお
いて調査項目が削除されたため、R６年度より、高知県学
力定着状況調査で調査。対象学年は小学校5年と中学校2
年に変更
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

政策３ 家庭教育支援の充実 （50） 家庭教育支援の充実 ① 「生活リズムチェックカード」を活用した生活習慣点検
の取組において、保幼小の参加園校の割合を向上させ
る。

県調査

保幼小

61.9％（301/486）
（保育所・幼稚園等

（194/299）、小学校等
（107/187））

【R４】

65.8% R７.４月 67.9% R8.4月公表 70.0% 72.0%
・研修会での告知やチェックカード配布（４・５歳児
11月予定）により、年度末を中心に認定証の申請があ
がってくる予定である。

－ 生涯
幼保

② 夜10時までに寝る幼児（３歳児）の割合を95％以上とす
る。

県基本的生活習慣取
組状況調査

保 93.4% 95.0％以上 94.4% 95.0％以上 R7.10月公表 95.0％以上 95.0％以上

・５月に基本的生活習慣啓発パンフレットを3歳児在
園の全ての園に配付し、各園において基本的生活習慣
の定着に向けた保護者への啓発を行っている。（７月
調査済・現在集計中）
・保護者向け啓発動画作成と活用の周知を行ってい
る。

－ 生涯
幼保

政策４ 放課後等における子
どもたちの安全・安心な居場
所づくりや学びの場の充実

（51） 放課後等における子どもたちの安全・安心
な居場所づくりや学びの場の充実

① １名の職員を放課後児童支援員等資質向上研修に出席さ
せる放課後子ども教室及び放課後児童クラブの割合を
100%とする（年１回）。

県調査
放課後子ど
も教室及び
放課後児童

クラブ

44.0％
【R４】

58.0% 37.8% 72.0% R8.3月公表 86.0% 100%

・支援員等のニーズを踏まえた研修内容を設定すると
ともに、市町村や現場訪問の際などに参加への呼びか
けを行っている。
・R７実績は、R８.１月に実施する研修を踏まえて集
計。

－

・市町村ヒアリングや現場視察において、市町
村担当者や現場の職員に参加を促す。（生涯）

生涯

政策１ 教育公務員としての
自覚と遵法意識の徹底及び教
職員としての資質・能力の向
上

（61） 教職員の不祥事防止策の強化と、発生した
場合の対応体制の強化

① 懲戒処分件数を０件とする。 県調査

小中高
８件

（R６.3月末時点）
０件 13件 ０件 1件 ０件 ０件

・R7.9月時点で、懲戒処分を１件実施。
・R6、7年度は新規採用教員など若年層による不祥事
が増加傾向。
・近年、児童生徒性暴力等やわいせつ事案による懲戒
処分が継続して発生しており、研修や定期的な校内点
検など、事案の抑制強化に引き続き取り組むことが必
要。
・懲戒処分には至らないが、指導上の措置事案も発生
しており、引き続き服務規律の確保の徹底に取り組む
ことが必要。

－

教福
小中
高等
特支
人権
教セ

② 県立学校全教職員へのアンケートにおいて、「風通しの
よい（相談しやすい等）職場と感じている」と回答した
教職員の割合を高める。（４件法で肯定の回答をした割
合）
※R６より新設指標

県立学校ハラスメン
トアンケート調査

県立学校 76.30% 70.0% 76.3% 80.0% － 90.0% 100%

・ハラスメントに関する動画研修を実施。（６月～８
月）
・県立学校ハラスメントアンケート調査については１
０月に実施予定。

－

教福
小中
高等
特支
人権
教セ

（62） 教員育成指標等を踏まえた各段階における
教職員の教科指導・生徒指導・学校運営等
の対応力向上に向けた体系的な研修の実施

① 「若年教員育成プログラム」で実施する各年次研修にお
ける「高知県教員育成指標」（教諭）に基づく自己評価
票の達成状況の自己評価及び校長評価を、初任者研修で
は、自己評価を3.0以上、校長評価を3.2以上、２年・３
年・７年経験者研修では、自己評価を3.1以上、校長評価
を3.3以上とする。（４件法）

自己評価票

各年次研修
受講者

［自己評価］
3.1（初任）、3.1（２年）、
3.2（３年）、3.1（７年）

［校長評価］
3.2（初任）、3.2（２年）、
3.3（３年）、3.3（７年）

［自己評価］
3.0、3.1、

3.1、3.1以上
［校長評価］

3.2、3.3、
3.3、3.3以上

［自己評価］
3.1、3.1、
3.1、3.1

［校長評価］
3.2、3.2、
3.3、3.3

［自己評価］
3.0、3.1、

3.1、3.1以上
［校長評価］

3.2、3.3、
3.3、3.3以上

［自己評価］
2.8（初任）
R7.９月時点

その他の自己
評価及び校長

評価は、
R8.2月公表

［自己評価］
3.0、3.1、

3.1、3.1以上
［校長評価］

3.2、3.3、
3.3、3.3以上

［自己評価］
3.0、3.1、

3.1、3.1以上
［校長評価］

3.2、3.3、
3.3、3.3以上

・初任者研修における８月の自己評価結果は2.8であっ
た。採用後３か月であり、どの校種においても、課題
が見られる。特に学習指導力の領域で課題がみられ
る。（平均2.6）

－
教セ
教政
小中
高等
特支

② 中堅教諭等資質向上研修における「高知県教員育成指
標」（教諭）に基づく自己評価票の達成状況の自己評価
を3.1以上、校長評価を3.3以上とする。（４件法）

自己評価票

中堅教諭等
資質向上研
修受講者

［自己評価］3.1
［校長評価］3.3

［自己評価］
3.1以上

［校長評価］
3.3以上

［自己評価］
3.2

［校長評価］
3.3

［自己評価］
3.1以上

［校長評価］
3.3以上

［自己評価］
R8.3月公表予

定
［校長評価］
R8.3月公表予

定

［自己評価］
3.1以上

［校長評価］
3.3以上

［自己評価］
3.1以上

［校長評価］
3.3以上

・高知県教員育成指標に基づきミドルリーダーとして
の在り方やカリキュラム・マネジメントの視点に立っ
た教科指導等を研修に位置付け実施している。

－
教セ
教政
小中
高等
特支

③ 新任用校長研修における「高知県教員育成指標」に基づ
く自身の力量を測るアンケートの達成状況の自己評価を
3.2以上とする。（４件法）

力量形成に係るアン
ケート

新任用校長
研修受講者

［自己評価］
3.0

［自己評価］
3.2以上

［自己評価］
3.0

［自己評価］
3.2以上

［自己評価］
2.6

（R7.5月末時
点）

［自己評価］
3.2以上

［自己評価］
3.2以上

・5月末の自己評価結果は、平均2.6であり、特にマネ
ジメント力（平均2.5）における課題が見られる。
・既に5月12日、及び7月15日に研修を実施。今後、12
月18日に組織マネジメントに関わる研修を実施予定で
あり、効果的に進められるよう講師と連携し計画・実
施していく。

－
教セ
教政
小中
高等
特支

・１年間を通して、生活習慣の取組を啓発して
いく必要がある。保育所、幼稚園、認定こども
園、小学校が取り組みやすい仕組みに改善し、
参加園校を増やしていく。（生涯）
・基本的な生活習慣向上事業については、保護
者がそれらの重要性について理解を深めること
により、子どもたちの基本的生活習慣の定着を
図る必要があるため、引き続き、施策（18）の
各取組・事業等を実施する。（幼保）

基
本
方
針
Ⅳ

・令和６年4月、７年1月に公表した不祥事防止
対策に沿って、引き続き取組を徹底。（教福）
・新規採用教員による不祥事事案の要因等を調
査・分析し、それを踏まえ、効果的な不祥事防
止対策の検討していく。（教福）
【令和７年度の継続的な主な取組】
・「教職員不祥事根絶ポータルサイト」による
不祥事防止に係る通知等の周知、啓発。
・各学校に不祥事防止委員会を設置し、定期的
に研修を実施。
・教職員研修におけるプログラムの強化。
・不祥事発生校への訪問等の個別対応。
・各地区校長会での不祥事防止研修・事例共有
【小中】、県立学校長会議等を通じた好事例の
横展開。【県立】
・管理主事訪問【小中】、校長ヒアリング【県
立】での取組状況等の確認。
・性暴力防止に関する通知・研修・会議を年度
内複数回実施。【小中】  等
【令和７年度の新たな取組】
・不祥事防止の取組事例をポータルサイトに
アップ →学校訪問で収集した不祥事防止に係る
取組から好事例を取り上げ、各校の研修へ生か
してもらう。【小中】
・ミニ動画の制作・配信。（10月予定）
 → 短時間で視聴できる教材を活用し、全教職
員への継続的な意識啓発を推進。【小中】

・OJTとの連携を図りながら指導･助言を継続
し、学習指導力を含む各領域の指導力向上を目
指す。（教セ）
・研修で得た学びを在籍校の学校運営や自己の
教育実践に生かし、学び続ける教職員の育成を
目指す。（教セ）
・スクールリーダーとして学校運営等の対応力
の向上を図るために、次期学習指導要領につい
ての最新情報も研修内容に加える予定である。
（教セ）
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

政策２ 「学校における働き
方改革」、「チーム学校の推
進・強化」、「教員等の人材
確保に向けた取組」の一体的
推進

（63） 学校におけるワークライフバランスを確保
した働き方改革の推進

① すべての教職員において時間外在校等時間月45時間超の
月を年間３月以内に抑える。（教育委員会規則に定め
る、児童生徒等に係る通常予見することができない業務
量の大幅な増加等に伴い、一時的または突発的に所定の
勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合〔１箇月にお
いて100時間未満を上限等〕を含め３月以内に抑える。）

県調査

公立学校
（小・中・
義務・県

中・高校・
特支）

71.0％【R４】
※小・中・義務は教員業務支援員配置

校：85校

75.0%

68.8％
※小・中・義務は教

員業務支援員配置

校：112校

80.0%

83.1％
(R7.7末時点)

※小・中・義務は教

員業務支援員配置

校：123校

90.0% 100%

・指標は、昨年度同時期（82.5％）と比較して改善傾
向を示しているが、校種によって悪化しているところ
も見られる。
・年度末に向けて指標は低下していくことから、引き
続き、管理職を含めた教職員への意識改革など、働き
方改革を進めていくことが必要。

－

教福
教政
小中
高等
特支
保体
人権
教セ

② すべての教職員において時間外在校等時間を月80時間以
内に抑える。

県調査

公立学校
（小・中・
義務・県

中・高校・
特支）

87.5％【R４】
※小・中・義務は教員業務支援員配置

校：85校

89.0%

86.4％
※小・中・義務は教

員業務支援員配置

校：112校

93.0%

89.6％
(R7.7末時点)

※小・中・義務は教

員業務支援員配置

校：123校

96.0% 100%

・指標は、昨年度同時期（88.5％）と比較して改善傾
向を示しているが目標値を下回っており、また校種に
よって悪化しているところも見られる。
・年度末に向けて指標は低下していくことから、引き
続き、管理職を含めた教職員への意識改革など、働き
方改革を進めていくことが必要。

－

教福
教政
小中
高等
特支
保体
人権
教セ

（64） 校長の主導のもと、全ての教職員が「自分
事」として参画し、かつ、学校内外のリ
ソースを効率的に活用した学校組織体制・
経営体制の強化（義務教育段階）

① 「児童生徒の姿や地域の現状等に関する調査や各種デー
タなどに基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して
改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立している」と回
答した小・中学校の割合を100％とする。

全国学力・学習状況
調査 学校質問調査

小、中
小：96.8％
中：98.0％

小：98.5％
中：98.5％

小：97.2％
中：98.9％

小：99.0％
中：99.0％

小：97.1％
中：96.9％

小：99.5％
中：99.5％

小：100％
中：100％

・目標値を小学校は1.9ポイント、中学校は2.1ポイン
ト下回った。
・データに基づいた教育課程の編成やPDCAサイクル
を回しているものの改善に弱さが見られると考えられ
る。今後は中間検証を分析し、改善が図られているか
を検証していく。

C 小中

② 「指導計画の作成に当たっては、教育内容と、教育活動
に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源を含
めて活用しながら効果的に組み合わせている」と回答し
た小学校の割合を50％以上、中学校の割合を40％以上、
かつ全国平均以上とする。（強肯定の回答をした割合）

全国学力・学習状況
調査 学校質問調査

小、中

小：40.2％
(43.2％)

中：30.6％
(29.2％)

小：42.5％
中：32.5％

小：47.4％
(48.1％)

中：28.9％
(36.0％)

小：45.0％
中：35.0％

小：45.4 ％
（52.2 ％）
中：33.0％
（37.4％）

小：47.5％
中：37.5％

小：50.0％以
上、かつ全国

平均以上
中：40.0％以
上、かつ全国

平均以上

・目標値を小学校は0.4ポイント上回ったが、中学校は
2.0ポイント下回った。
・地域等の外部の資源を活用しながら、効果的に組み
合わせて計画・実施している実践を周知していく。

B 小中

（65） 校長の主導のもと、全ての教職員が「自分
事」として参画し、かつ、学校内外のリ
ソースを効率的に活用した学校組織体制・
経営体制の強化（高等学校段階）

① 「学校経営計画」の学校関係者評価において「学力の向
上」、「社会性の育成」、「チーム学校」の３項目で、
Ａ評価（目標を十分に達成している）が１項目以上ある
学校の割合を増加させる。

学校経営計画

小、中 54.5% 55.0% 63.6% 56.0% R8.3月公表 58.0% 60.0%
・学力向上研究協議会や管理職訪問を通し、評価指標
や数値目標につながる支援を継続して行っている。
・学校経営計画の年度末評価は3月提出予定。

－
・新たに「学校経営支援事業」を配置し、学校
経営アドバイザーや専門企画員によるカリキュ
ラム・マネジメント訪問を充実させ、学校運営
についての指導助言を強化していく。（高等）

高等

（66） 教員等の人材確保に向けた取組の推進 ① 教員採用候補者選考審査において、採用予定数を確実に
充足するとともに、受審者を増やす取組を行うことで採
用倍率３倍以上を維持し、一定の資質や能力を担保して
いく。

県調査

小、中、高

［小学校教諭］
採用充足率： 108％

採用倍率：5.1倍
［中学校教諭］

採用充足率：104％
採用倍率：9.4倍

［高等学校教諭］
採用充足率：89％
採用倍率：7.6倍

充足率100％以
上、倍率3.0倍

以上

［小］
充足率：
99.0％

倍率：4.8倍

［中］
充足率：
89.0％

倍率：8.4倍

［高］
充足率：
107.0％

倍率：6.0倍
(R７.３月)

充足率100％以
上、倍率3.0倍

以上

［小］
充足率：200％

倍率：3.6倍

［中］
充足率：
118.2％

倍率：5.5倍

［高］
充足率：
97.3％

倍率：7.2倍
※R7.9第１回
名簿登載結果
※倍率は採用
予定者数で算

定

充足率100％以
上、倍率3.0倍

以上

充足率100％以
上、倍率3.0倍

以上

・受審者の総数は昨年度よりも減少しているが、中学
校では昨年度より増加。
・小学校では、関西会場は減少しているものの、高知
会場での受審者は増加。
・増減要因を特定することは難しいが、高知会場の受
審者が増えたことは、審査制度の見直しや若年教員へ
の支援体制の充実、教員の魅力発信などの取組の結果
である可能性。
・しかし、近年、名簿登載登載後の辞退者が増加して
おり、本県の働き方改革の取組や教員の魅力を伝える
動画の発信など、引き続き、辞退者減少の取組が必
要。

－ 教福
幼保

② 高知県の保育所等で従事する保育士・保育教諭数を4,300
人以上とする。
  ＊第３期高知県子ども・子育て支援事業支援計画におけ
るＲ９保育士・保育教諭の必要数（子ども数の減少に伴
いＲ６実績より減の指標となっている）

県特定教育・保育施
設等運営状況調査

保、幼 4,400人 4,507人以上 4,328人 4,400人以上 4,295人 4,350人以上 4,300人以上

・保育士・保育教諭数はR６年度より微減となった。
・就学前こども数の減少に伴う保育所等の統廃合等の
影響により、保育士等の必要数は年々減少する一方、
指定保育士養成施設への入学者数も減少傾向にあり、
進路として選ばれる魅力ある職場環境づくりが必要。

C 教福
幼保

（67） 教職員のメンタルヘルス対策 ① 公立学校における教育職員の精神疾患による病休者（病
気休職者及び１ヶ月以上の病気休暇取得者）数を30％減
少させる。

公立学校教職員の人
事行政状況調査（文
部科学省）

公立学校
（小、中、
義務、県

中、高校、
特支）

100人
(R２～R４平均人数)

93人
(R４～６平均人数)

116人
(R４～６平均人数)

86人
(R５～７平均人数)

R8.10月公表 79人
(R６～８平均人数)

73人
(R７～９平均人数)

・R7の取得者数は、R7.9末時点で80人であり、
R5∼R7の平均は104人となっている。今後においても
目標に対する状況は未達成となる。
・要因として教職員のメンタル面での不調を早期に把
握・対応する体制が十分に機能していないことが考え
られる。

－

・令和６年度から設置している心理専門職相談
員による新規採用職員に対する学校訪問による
相談対応を引き続き実施。（教福）
・今後、新採職員以外の中堅職員やベテラン層
も含めた全職員に対しても、相談窓口や支援内
容を広く周知していく。（教福）

教福
小中
高等
特支
保体
教セ

政策３ 児童生徒・教職員に
とって、安全・安心で、円滑
な教育活動等が展開できる環
境整備や機運醸成

（68） 教育施設等の耐震化、防災対策の促進 ① 県立学校体育館への空調設備の設置を計画的に行う。 実績

県立学校体
育館

整備済：５校
実施設計：４校

設置工事：発
注４校、実施
設計：発注２

校

設置工事：発
注４校(うち３
校整備済)、実
施設計：発注

２校

設置工事：発
注６校、実施
設計：発注４

校

設置工事：発
注２校、実施
設計：発注４

校

設置工事：発
注４校、実施
設計：発注４

校

設置工事：発
注４校、実施
設計：発注４

校

・設置工事については、中村特支、山田特支田野分校
（中芸高校）の２校を発注済。宿毛工業、須崎総合の
２校は年度内に発注予定。
・高知丸の内、高知小津の２校は、実施設計に時間を
要するため、Ｒ８の発注となる見込み。
・実施設計については、高知丸の内、高知小津、宿毛
工業、須崎総合の４校をを発注済。
・概ね目標どおり進捗している。

B
学安
幼保
生涯

② 令和８年度までに耐震対策が必要な青少年教育施設を
「０」とする。

実績

青少年教育
施設

３施設 ２施設

非構造部材耐
震化工事１箇
所、非構造部
材耐震化設計

１箇所

１施設
１施設

（R7.9月時点)
０施設 － ・芸西天文学習館の耐震化が未実施。 B

学安
幼保
生涯

・給特法改正に伴い、働き方改革に関する国の
指針が改定されたことも踏まえ、業務の効率
化・削減、教職員の意識改革、外部人材の活用
等の働き方改革をより一層進めていく。（教
福）
・令和７年度から５校で取り組んでいる「働き
方改革推進モデル校事業」については、その成
果を他校にも横展開しながら、継続実施を検討
する。（教福）
・併せて、管理職向けの研修によるマネジメン
ト力の向上や、働き方改革推進リーダーの育成
を図ることも検討していく。（教福）

・学校経営計画が３年計画の３年目となるた
め、１・２年目の取組や検証を踏まえた取組を
実施できるように、引き続き学校経営計画に
沿って計画的・組織的に取り組み、評価改善を
図りながらPDCAサイクルを確立できるように
していく。（小中）

・引き続き、採用審査制度の見直し、本県の働
き方改革の取組や教員の魅力などの情報発信を
行い、受審者を確保し、採用予定者数の充足を
図る。（教福）
・自治体協議会において検討されている、令和
９年度からの１次審査共同実施について、本県
の参画を検討していく。（教福）
・引き続き保育士等の就労支援を進めるととも
に、保育所等の職場環境を改善し、離職を防止
するため、経営者層を対象としたハラスメント
対策等の研修や、職場環境の改善に向けた保育
所等の巡回支援を充実する。（幼保）

・体育授業や部活動等における熱中症発生を未
然に防ぐとともに、災害時の避難住民の健康被
害を防止するため、体育館への空調整備の加速
化を検討する。具体的には、従来計画の年４校
程度から年７校程度への整備を検討する。（学
安）
・芸西天文学習館はＲ８年度に耐震化工事の予
算を計上する予定。（生涯）
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（69） 学校施設等の長寿命化改修や、省エネル
ギー化、バリアフリー化等の実施

① 築40年を経過している施設（平成29年時点109棟）につい
て、「県立高等学校振興再編計画」等との整合を図りな
がら、長寿命化改修工事を計画的に進める。

※本県では平成29年度に「高知県立学校施設長寿命化計
画」を策定し、施設の使用目標年数を原則築80年とし
て、長寿命化改修などの予防保全的な施設整備により、
施設の長寿命化を図ることとしている。ここには、現長
寿命化計画の作成時点の棟数を参考値として記載。

実績

学校施設

累計
基本設計：13校

実施設計：11棟（７校）
工事：５棟（３校）

基本設計：発
注３校

実施設計：発
注５棟（４

校）
工事：発注４
棟（２校）

基本設計：発
注３校

実施設計：発
注５棟（４

校）
工事：発注４
棟（２校）(う
ち整備済０棟)

実施設計：発
注２棟（２

校）
工事：発注１
棟（１校）

実施設計：発
注２棟（２

校）
工事：発注１
棟（１校）

基本設計：発
注２校

基本設計：発
注１校

・実施設計については、高知農業の１号館 （R7.8
～）、日高特支の第２校舎（R7.9～）を発注済。
・工事については、高知追手前の本館２期 （R7.9
～）を発注済。(１期からの継続工事)
・目標どおり進捗している。

A

・「県立高等学校振興再編計画」も考慮した上
で、施工棟・施工箇所の優先順位付けを検討し
ながら整備を進める。（学安）
・ニーズの高いトイレの洋式化について先行実
施を検討する。（学安）

学安
生涯

（70） 学校等の防犯対策 ① 児童生徒等に対する防犯教育を実施した学校の割合を
小・中・高等学校の割合を100％に、特別支援学校を85％
に引き上げる。

県学校安全の取組状
況に関するアンケー
ト 小学校 小学校：97.8％ 小：100％ 小：95.6％ 小：100％ R8.3月公表 小：100％ 小：100％

・SNSの普及や不審者との遭遇等により、児童生徒が
被害者となる事件が多発しており、学校での確実な防
犯教育の実施により被害の根絶を図る必要がある。各
研修会等で防犯教育の実施について依頼。

－ 学安
生涯

中学校
中学校：85.6％

高等学校：81.3％
特別支援学校：46.7％

中：93.0％ 中：89.2％ 中：95.0％ R8.3月公表 中：98.0％ 中：100％

・SNSの普及や不審者との遭遇等により、児童生徒が
被害者となる事件が多発しており、学校での確実な防
犯教育の実施により被害の根絶を図る必要がある。各
研修会等で防犯教育の実施について依頼。

－ 学安
生涯

高等学校

小学校：97.8％
中学校：85.6％

高等学校：81.3％
特別支援学校：46.7％

高：87.0％ 高：87.5％ 高：90.0％ R8.3月公表 高：95.0％ 高：100％

・SNSの普及や不審者との遭遇等により、児童生徒が
被害者となる事件が多発しており、学校での確実な防
犯教育の実施により被害の根絶を図る必要がある。各
研修会等で防犯教育の実施について依頼。

－ 学安
生涯

特別支援学
校

小学校：97.8％
中学校：85.6％

高等学校：81.3％
特別支援学校：46.7％

特：70.0％ 特：53.3％ 特：75.0％ R8.3月公表 特：80.0％ 特：85.0％

・SNSの普及や不審者との遭遇等により、児童生徒が
被害者となる事件が多発しており、学校での確実な防
犯教育の実施により被害の根絶を図る必要がある。各
研修会等で防犯教育の実施について依頼。特に、特別
支援学校については、児童生徒の実態に応じた防犯教
育について理解啓発していく必要がある。

－ 学安
生涯

（71） 登下校の安全対策の促進 ① スクールガード（学校安全ボランティア）や地域住民等
の活動状況を把握し、見守り活動等の登下校の安全につ
いて家庭や地域、関係機関等との連携・協働体制ができ
ている小学校の割合100％を継続し、中学校は100％とす
る。

県学校安全の取組状
況に関するアンケー
ト

小学校 小学校：100％ 小：100％ 小：100％ 小：100％ R8.3月公表 小：100％ 小：100％

・登下校の安全確保に向けてはスクールガードによる
見守り等地域と連携、協力が不可欠である。令和7年
度は「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」を実
施している市町村は昨年度より１増の23となり地域と
連携した取組体制が確立されつつある。

－ 学安
幼保

中学校 中学校：92.8％ 中：95.0％ 中：92.4％ 中：98.0％ R8.3月公表 中：100％ 中：100％

・登下校の安全確保に向けてはスクールガードによる
見守り等地域と連携、協力が不可欠である。令和7年
度は「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」を実
施している市町村は昨年度より１増の23となり地域と
連携した取組体制が確立されつつある。

－ 学安
幼保

（71） 登下校の安全対策の促進 ② 市町村立中学校・県立学校の自転車通学者におけるヘル
メット着用の割合を引き上げる。

県学校安全の取組状
況に関するアンケー
ト 市町村立

中、県立学
校

市町村立中学校：57.9％
県立学校：18.4％

市町村立中：
60.0％

県立学校：
20.0％

市町村立中：
58.2％

県立学校：
19.6％

市町村立中：
65.0％

県立学校：
25.0％

R8.3月公表

市町村立中：
70.0％

県立学校：
30.0％

市町村立中：
75.0％

県立学校：
35.0％

・自転車ヘルメットについては令和５年４月に着用が
努力義務化されており、自転車通学者のヘルメット着
用に向けた啓発や補助事業を継続して行っている。着
用状況については学校間、市町村間で差があるもの
の、少しずつ着用率が高くなっている状況。

－ 学安
幼保

（72） 防災教育の推進 ① 安全教育全体計画において設定した学年別重点目標【災
害安全】（児童生徒が自らの命を守るために必要な資
質・能力の育成）を「十分達成できた」と答えた学校の
割合を引き上げる。

県学校安全の取組状
況に関するアンケー
ト 小学校 小学校：28.0％ 小：35.0％ 小：18.8％ 小：40.0％ R8.3月公表 小：45.0％ 小：50.0％

・Ｒ５までは「十分達成できた」または「概ね達成で
きた」の割合がどの校種も100％であったが、「十分
達成できた」だけの割合をみると決して高くない状
況。各学校の安全教育全体計画に沿った、防災教育の
充実が必要。

－ 学安
生涯

中学校 中学校：26.8％ 中：35.0％ 中：20.4％ 中：40.0％ R8.3月公表 中：45.0％ 中：50.0％

・Ｒ５までは「十分達成できた」または「概ね達成で
きた」の割合がどの校種も100％であったが、「十分
達成できた」だけの割合をみると決して高くない状
況。各学校の安全教育全体計画に沿った、防災教育の
充実が必要。

－ 学安
生涯

高等学校 高等学校：18.8％ 高：30.0％ 高：21.9％ 高：35.0％ R8.3月公表 高：40.0％ 高：45.0％

・Ｒ５までは「十分達成できた」または「概ね達成で
きた」の割合がどの校種も100％であったが、「十分
達成できた」だけの割合をみると決して高くない状
況。各学校の安全教育全体計画に沿った、防災教育の
充実が必要。

－ 学安
生涯

特別支援学
校

特別支援学校：6.7％ 特：10.0％ 特：6.7％ 特：15.0％ R8.3月公表 特：20.0％ 特：25.0％

・Ｒ５までは「十分達成できた」または「概ね達成で
きた」の割合がどの校種も100％であったが、「十分
達成できた」だけの割合をみると決して高くない状
況。各学校の安全教育全体計画に沿った、防災教育の
充実が必要。

－ 学安
生涯

・防犯教育の充実が図れるよう、防犯教育教材
の紹介や警察と連携した防犯教室の実施などに
ついて依頼していく。（学安）

・地域で子どもを見守っていく「地域ぐるみの
学校安全体制整備推進事業」と登下校時の自転
車通学での安全を図る「自転車ヘルメット着用
推進事業」について引き続き推進していく。
（学安）

・安全教育研修会（学校悉皆研修）で防災教育
の必要生を周知するとともに、防災教育副読本
（小３・中１・高１）の配付等により、各学校
での防災教育の質の向上が図られるように働き
かけていく。（学安）
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R７年度【Ｒ７年９月末】

実績目標に対する状況・検証 評価 R８の取組の方向性

指標（令和９年度末の達成目標）
基本
方針

政策
施策
番号

施策名 調査方法
校種
又は
項目

基準値
【特記ない場合はR５年度数値】

( )は全国平均値

R６ R７

目標 実績 目標 実績
（R7.9末時点）

R８
目標

R９
目標

担当課

（73） ＩＣＴ・デジタル環境の整備、校務ＤＸの
推進

① １人１台端末を計画的に更新する。 県調査

小、中、
高、特

R３年度までに整備完了
完了(選考導入

した３町の
小・中学校)

３町で更新完
了

20市町村完了
(主に小・中学

校)

20市町村学校
組合で更新中

計画通り完了
(主に県立高等
学校、特別支
援学校高等部)

－
・R７年度に20市町村学校組合が更新を予定してお
り、全て契約まで完了している。引き続き、更新をサ
ポートする。

－
教政
教福
高等
特支

② 県独自調査で「ＩＣＴツールの導入により、校務の効率
化が進んでいる」と回答した教職員の割合を90％以上と
する。
※R６より新設指標

県調査

小、中、
高、特

86.7％
【R６】

60.0% 86.7% 70.0% 89.0% 80.0% 90.0％以上
・アンケート調査（８月調査）により、目標を上回る
結果となった。アンケート結果を踏まえ、さらなる改
善に取り組む。

A
教政
教福
高等
特支

政策４ 学校と様々な関係者
とで連携・協働して、取組促
進や課題解決を図る仕組みの
展開・強化

（74） コミュニティ・スクールと地域学校協働活
動の一体的推進

① コミュニティ・スクールを導入している小・中・高・特
別支援学校の割合を100％とする。

県調査

小学校 小学校：94.6％ 小：100％ 小：100％ 小：100％ 小：100％ 小：100％ 小：100％
・R6年度末までに目標である100％を達成。
・引き続き、地域学校協働活動との一体的な推進に向
けた取組について周知していく。

A
生涯
小中
高等
特支

中学校 中学校：93.3％ 中：100％ 中：100％ 中：100％ 中：100％ 中：100％ 中：100％
・R6年度末までに目標である100％を達成。
・引き続き、地域学校協働活動との一体的な推進に向
けた取組について周知していく。

A
生涯
小中
高等
特支

高等学校 高等学校：78.8％ 高：100％ 高：100％ 高：100％ 高：100％ 高：100％ 高：100％
・R6年度末までに目標である100％を達成。
・引き続き、学校・地域の実情に応じた取組を推進し
ていく。

A
生涯
小中
高等
特支

特別支援学
校

特別支援学校：100％ 特：100％ 特：100％ 特：100％ 特：100％ 特：100％ 特：100％

・コミュニティ・スクールを導入している特別支援学
校の割合は100％。
・引き続き、学校・地域の実情に応じた取組を推進し
ていく。

A
生涯
小中
高等
特支

② 高知県版地域学校協働本部の仕組みを構築した小・中学
校の割合を100％とする。

県調査

小学校 小学校：100％ 小：93.0％ 小：100％ 小：96.0％ 小：100％ 小：96.0％ 小：96.0％

・R6年度末までに目標である100％を達成。（小学校
は分校を除く）
・各市町村の取組が円滑に進むよう、「高知県版地域
学校協働本部」への展開の推進に向けて、県の支援を
引き続き行っていく。

A
生涯
小中
高等
特支

中学校 中学校：92.4％ 中：93.0％
中：100％(実

績見込み)
中：96.0％ 中：100％ 中：96.0％ 中：96.0％

・R6年度末までに目標である100％を達成。（中学校
は分校・県立学校を除く）
・各市町村の取組が円滑に進むよう、「高知県版地域
学校協働本部」への展開の推進に向けて、県の支援を
引き続き行っていく。

A
生涯
小中
高等
特支

③ 「コミュニティ・スクールや地域学校協働活動等の取組
によって、学校と地域や保護者の相互理解は深まった」
と回答した小・中学校の割合を50％以上とする。（強肯
定の回答をした割合）

全国学力・学習状況
調査 学校質問調査

小学校 小学校：38.0％ 小：41.0％ 小：50.3％ 小：44.0％ 小：51.1% 小：47.0％ 50.0％以上

・目標値について、7.1ポイント、中学校は6.1ポイン
ト上回った。
・学校の管理職及び教職員と、地域の方がともに参加
し、協議や演習を行う研修会や、指導事務担当者会な
どで、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の
一体的推進に関する好事例等等を周知している。

A
生涯
小中
高等
特支

中学校 中学校：28.6％ 中：31.0％ 中：37.8％ 中：34.3％ 中：40.4% 中：37.5％ 50.0％以上

・目標値について、6.1ポイント上回った。
・学校の管理職及び教職員と、地域の方がともに参加
し、協議や演習を行う研修会や、指導事務担当者会な
どで、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の
一体的推進に関する好事例等等を周知している。

A
生涯
小中
高等
特支

④ コミュニティ・スクールや地域学校協働活動において、
子どもの課題解決に取り組み、改善・解決した学校の割
合を100％とする。
※R６より新設指標

県調査

小、中、
高、特

89.1％
【R６】

62.5% 89.1% 75.0% R8.３月公表 87.5% 100%

・市町村訪問や研修会等において、学校や地域での活
動事例の紹介など、地域学校協働活動との一体的な推
進に向けた取組について周知している。
・R7実績については、R7年末に実施する県調査を踏ま
えて集計。

－
生涯
小中
高等
特支

（75） ＰＴＡ活動の振興 ① 研修会等で学んだことを取組につなげたＰＴＡの割合を
95％とする。

県調査 保、幼、
小、中、
高、特支

PTA

91.3％
【R４】

92.0% 88.7% 93.0% R8.1月公表 94.0% 95.0%
・12月に単位PTAから学んだことを取組につなげたか
どうかのアンケート結果が提出される予定である。 －

・PTA活動の意義も含め、研修会の内容の充実
や実施方法が問われている。内容の精選や実施
方法の改善を検討していく必要がある。（生
涯）

生涯

（76） 部活動の地域連携・地域移行に向けた取組
の推進

① 令和９年度までに県中学校体育連盟に申請した地域クラ
ブ数を30チーム以上、拠点校部活動数10部以上とし、こ
れまで学校に部活動がない等の理由でやりたい活動や大
会参加ができなかった生徒に対して、持続的な活動機会
を確保することを目指すため、市町村が行う部活動の地
域連携・地域展開の取組を支援する。

県調査

中
県中学校体育連盟に申請し
た地域クラブ数：５チーム

拠点校部活動数：０部

地域クラブ
数：８チーム
拠点校部活動

数：２部

地域クラブ
数：20チーム
拠点校部活動

数：４部

地域クラブ
数：10チーム
拠点校部活動

数：５部

地域クラブ
数：43チーム
拠点校部活動

数：９部

地域クラブ
数：20チーム
拠点校部活動

数：８部

地域クラブ
数：30チーム

以上
拠点校部活動
数：10部以上

・各市町村の取組が徐々に進み始めたことから、地域
クラブ数、拠点校部活動数ともに目標値を上回ってい
る。

A

・部活動改革に関する高知県の方針に基づき、
さらなる取組の推進を図る。（保体）

保体
小中

② 部活動指導員を配置している部活動において、令和９年
度までに、顧問に代わって単独で指導・引率する割合
（単独指導割合）を中学校で運動部95％、文化部100％、
高等学校で運動部90％とし顧問の負担軽減を図る。

県調査

中、高

［中］
運動部：79.6％
文化部：84.3％

［高］
運動部：79.6％

【R４】

［中］
運動：85.0％
文化：90.0％

［高］
運動：82.0％

［中］
運動：84.3％
文化：89.4％

［高］
運動：91.1％

［中］
運動：88.0％
文化：93.0％

［高］
運動：85.0％

［中］
運動：R7.10月
末中間調査公

表予定
文化：92.5％

［高］
運動：R7.10月
末中間調査公

表予定

［中］
運動：92.0％
文化：96.0％

［高］
運動：87.0％

［中］
運動：95.0％
文化：100％

［高］
運動：90.0％

・運動部：中間調査の実施（10月）及び結果公表。
（10月末）
・文化部：令和7年6月集計時点で目標値より0.5ポイ
ント下回った。目標に向けて引き続き市町村へ周知
し、活用を促進していく。

－

運動部：調査結果を踏まえ、目標が未達の学校
等に指導を行うなど運動部活動の適正な運営を
図る。（保体）
文化部：部活動の地域展開、指導員配置を推進
し、部活動改革や顧問の負担軽減について取組
を続ける。また一部の自治体だけでなく、県内
全体に波及させるよう取り組む。（小中）

保体
小中

・市町村における１人１台端末の更新をサポー
トする。（教政）
・県立学校の１人１台端末を更新する。（高
等、特支）
・場所にとらわれず校務が実施できるテレワー
ク環境を整備する。（教政）

・コミュニティ・スクールや地域学校協働本部
における活動が形骸化しないよう、各市町村の
取組等へ県の支援を継続していく。（生涯）
・コミュニティ・スクールや地域学校協働活動
を通じて、子どもたちを取り巻く課題の改善・
解決や学校・地域・保護者の相互理解がさらに
促進されるよう、市町村訪問や研修会等に引き
続き取り組んでいく。（生涯）
・県立学校においては、学校経営計画の進捗管
理や学校の課題解決に向かう取組について意見
交換を行い、学校・地域の実情に応じた連携・
取組を推進していく。（高等）
・引き続き、コミュニティ・スクールと地域学
校協働活動の一体的推進について、学校の全て
の教員や、地域や保護者の方へ周知していく。
（小中）
・各校で学校運営協議会を年２回実施する。
（特支）
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